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はじめに 

本準備書面においては，地震・津波関連の３人の専門家の証言を踏まえて，２０

０２年「長期評価」の公表の直後には，これに基づく津波推計を当然に行うべきで

あり，かつ，その津波推計により福島第一原子力発電所においてＯ．Ｐ．＋１２メ

ートル程度の浸水深となる津波の襲来が予見可能であったことを明らかにするもの

である。 

その前提として，まずは，本件において津波の予見可能性を論じる意義に関して，

被告国による「原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津波に対する安全規制の

必要性を基礎づける津波の予見可能性」と，被告東京電力による「具体的な津波防

護措置を設計する際にその前提とされる津波の予見可能性」とは異なることを明ら

かにする（第１）。 

その上で，被告国による「敷地高さを超える津波に対する安全規制」（ウェット

サイト規制）を基礎づける予見可能性の対象について，原告らが「敷地高さを超え

る津波」を主張していることに対して，被告国が提起している幾つかの批判がいず

れも理由のないものであることを明らかにする（第２）。 

以上を踏まえ，津波の予見可能性を基礎づけるものとして原告らが最も重視する

知見である２００２年「長期評価」に先立ち，①１９９７（平成９）年「太平洋沿

岸部地震津波防災計画手法調査報告書」及び，②１９９９（平成１１）年「津波浸

水予測図」が，建屋敷地高さを超える津波の襲来があり得ることを示す知見として

公表されており，いずれも，原子力発電所の敷地高さを超える津波に対する安全規

制（ウェットサイト規制）の必要性を基礎づけるものであったことを整理する（第

３）。 

その上で，２００２（平成１４）２月には土木学会「津波評価技術」によって津

波シミュレーションの手法に関する最新の知見が整理されたところ，その５ヵ月後

には地震調査研究推進本部の２００２年「長期評価」が公表され，上記した２つの

津波知見をさらに超えるものとして，「福島県沖の日本海溝寄りにおいても巨大な津
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波をもたらす『津波地震』が発生しうる」との知見が示されたこと，そして，この

「長期評価」の想定を踏まえれば，詳細な
．．．

津波
．．

推計を
．．．

待つまでもなく
．．．．．．．

敷地高さを超

える津波の襲来があり得ることは容易に推定できるものであったのであるから，被

告国及び被告東京電力においては，直ちに，「長期評価」の想定に沿う波源モデルに

基づき「津波評価技術」の示す津波シミュレーション（２００８年に被告東京電力

が実施した推計）を実施するべきであったことを明らかにする（第４）。 

そして，被告東京電力が２００８年に行った推計は，２００２年「長期評価」の

公表の直後には実施可能だったのであり，かつ地震学的にもそうした推計が相当で

あったこと，そしてそうした津波推計を実施していれば，被告国においても被告東

京電力においても，その時点で，福島第一原子力発電所の主要建屋立地点において

Ｏ．Ｐ．＋１２メートル程度の浸水深の津波の襲来があり得ることを容易に把握で

きたことを明らかにするものである（第５）。 

 

第１ 被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける

津波の予見可能性と，被告東京電力による具体的な津波防護措置を基礎づける津

波の予見可能性は異なること 

１ 被告国の主張 

 被告国は，原告らの津波の予見可能性に関する主張に対して，「福島第一発電所の

敷地高さを超える津波が予見可能性の対象である旨主張するが，敷地高さを超える

津波というだけではどの程度の津波をいうのかが何ら明らかでない上，敷地高さを

超える津波により福島第一発電所事故が発生したとは何ら具体的に明らかにされて

いないから，予見可能性に関する前記原告らの主張は失当である」と主張している。 

 しかし，被告国の主張は，被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制

の必要性を基礎づける津波の予見可能性と，被告東京電力による具体的な津波防護

措置を基礎づける津波の予見可能性が異なるものであることを理解せず，原告らの

主張を批判するものであり，理由のないものである。 
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 以下，詳述する。 

 

２ 敷地高さを超える津波に対する安全規制が求められたこと 

（１）敷地高さを超える津波に対する安全規制は一切とられなかったこと 

被告国（経済産業大臣）は，本件事故以前においては（正確には，「後述の津波

に対する新規制基準による安全規制が導入される以前においては」），原子力発電所

の主要建屋敷地高さを超えて襲来する可能性のある津波に対して，原子炉施設の安

全性を確保するための安全規制は，一切，行ってこなかった。 

この点は，被告国も全く争わない事実である。 

原告らがこれまで指摘しているとおり，本件福島第一原子力発電所事故まで，経

済産業大臣のとってきた津波対策は，津波が敷地高さを超えないとすることであり，

それに尽きていた。 

すなわち，原子炉の設計に際しては，「原子炉立地審査指針」（丙ハ１）において，

「大きな事故の誘因となるような事象が過去においてなかったことはもちろんであ

るが，将来においてもあるとは考えられないこと。」とされており，また，「安全設

計審査指針」（丙ハ２）においても，「指針２．自然現象に対する設計上の考慮」と

して，「２． 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，地震以外の想定される自

然現象によって原子炉施設の安全性が損なわれない設計であること。重要度の特に

高い安全機能を有する構築物，系統及び機器は，予想される自然現象のうち最も苛

酷と考えられる条件，又は自然力に事故荷重を適切に組み合わせた場合を考慮した

設計であること。」とされている。 

そして，被告国は，本件訴訟において，「敷地高さを想定される津波の高さ以上

のものとして津波の浸入を防ぐことが原子炉の津波対策の基本設計とされているも

のであり，原子炉建屋敷地高さを超える津波の到来に対する対策を求めることは，

基本設計ないし基本的設計方針の変更を求めるものである（その結果として電気事

業法に基づく後段規制としては許されない。）」と繰り返し主張している。 
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このように，原子炉施設における津波に対する防護策は，被告国によって，唯一，

津波が主要建屋敷地高さを超えないことによって確保されるべきものとされており，

技術基準省令６２号において，主要建屋敷地高さを超えて浸入する津波に対する防

護措置は規制されていなかった。 

逆に，被告国は本訴においても，そもそも，原子炉建屋敷地高さを超える津波の

到来に対する対策を求めることは，基本設計ないし基本的設計方針の変更を求める

ものであり，電気事業法に基づく委任の範囲を超え，経済産業大臣には敷地高さを

超える津波に対する安全規制の権限がなかったと主張しているのであるから，本件

原子力発電所事故以前においても，敷地高さを超える津波に対する安全規制は一切

実施されることはなかったのであり，こうした規制がなされなかったことは被告国

もこれを当然のこととして認めているところである（なお，「規制権限自体がなかっ

た」という上記の被告国の法律的な主張は誤りというしかないが，ここではこの点

は措くこととする。）。 

 こうした事情は，原子力安全・保安院らが主催した，スマトラ島沖地震によるイ

ンド・マドラス原子力発電所の被水事故について検討した２００６（平成１８）年

８月の「安全情報検討会」において，わが国の原子力発電所の津波対策の現状につ

いて，「津波・高潮，洪水については，発電所がそれらの影響を受けない
．．．．．．．

ことを示す

こととしており，設計基準洪水（ＤＳＦ）の考え方はなし
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（甲ハ４２，傍点は引用

者。以下特に断らない限り同じ。）と整理しているとおりである。 

要するに，わが国の原子力発電所の津波に対する安全規制は，津波が敷地高さを

超えないという１点に絞られているのであり，津波が敷地高さを超えることに対す

る安全防護は，法規制としては，一切行われていなかったのである。 

（２）本件事故後に導入された敷地高さを超える津波に対する安全規制 

ア 新規制基準による津波に対する安全規制の概要 

本件事故後，原子力規制委員会は，２０１３（平成２５）年６月に，「設置許可

基準規則」（規則５号）を制定し，その５条「津波による損傷の防止」において，「設
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計基準対象施設は，その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがある津波（以下「基準津波
．．．．

」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならない。」と定めるに至った。同じく，同委員会は，「新技術

基準規則」（規則６号）においても，上記の「基準津波」の考え方を援用して同旨の

安全規制を導入するに至っている。 

そして，設置許可基準規則５条の「解釈」においては，規制の内容が次のとおり

解説されている。 

 「（耐震重要度分類）Ｓクラスに属する施設の設置された敷地において，基

準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させないこと。また，取水路

及び排水路等の経路から流入させないこと。」 

 そのために， 

「① Ｓクラスに属する設備を内包する建屋及びＳクラスに属する設備

（屋外に設置するものに限る。）は，基準津波による遡上波が到達しない十分
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

高い場所に設置
．．．．．．．

すること。 

なお，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
防潮堤等の
．．．．．

津波防護施設及び浸水防止設備を設置すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」 

 また，上記規則に基づいて制定された「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査

ガイド」（丙ロ５１）においては，津波防護の考え方が次のとおり整理されている。 

「（１）津波の敷地への流入防止 

 重要な安全機能を有する施設の設置された敷地において，基準津波による遡

上波を地上部から到達，流入させない。また，取水路，放水路等の経路から流

入させない。 

（２）漏水による安全機能への影響防止 

 取水・放水施設，地下部において，漏水可能性を考慮の上，漏水による浸水

範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止する。 

（３）津波防護の多重化
．．．．．．．．
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 上記２方針のほか
．．．．．．．．

，重要な安全機能を有する施設については，浸水防護をす

ることにより津波による影響等から隔離すること。」 

イ 基準津波の想定 

 このように，新規制基準においては，原子炉施設の津波に対する安全確保の規制

においては，まず，第１に，当該原子力発電所に襲来しうる津波について被告国の

指針に基づいて「基準津波」を想定すべきものとされた。 

ウ 敷地高さを超える津波に対する安全規制が求められたこと 

第２には，基準津波の想定を踏まえて，非常用電源設備等の重要機器が設置され

ている建屋敷地に津波が到達・遡上しないことが基本としつつも，それに留まらず，

万が一，想定される基準津波による遡上波が建屋敷地に到達する場合には，津波防

護施設（防潮堤，盛土構造物及び防潮壁等）及び浸水防止設備（水密扉及び開口部・

貫通部の浸水対策設備等）により多重の防護策
．．．．．．

を講じることによって，非常用電源

設備等が被水によってその機能を喪失することを防止すべきものとしている。 

（３）敷地高さを超える津波襲来の可能性があれば安全規制が求められること 

ア 敷地高さを超える津波襲来の可能性があれば安全規制が求められること 

 原子炉施設においては，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という

高度な安全性が求められる（伊方原発最高裁判決）。そして，主要建屋敷地に津波の

遡上波が襲来した場合には，建屋内部に設置された非常用ディーゼル発電機などの

非常用電源設備等が被水して全交流電源喪失に陥る危険性がある。よって，原子力

発電所の新設に際しては主要建屋敷地を想定される津波高さ以上に設置すべきこと

は当然としても，仮に，その後の知見の進展によって，主要建屋敷地高さを超える

津波の襲来の可能性があることが判明した場合には，原子炉施設の安全確保のため

に，敷地高さを超える津波に対する防護措置が求められるのであり，経済産業大臣

（原子力安全・保安院）は，新規制基準において導入されたように，敷地高さを超

える津波に対しても原子炉施設の安全を確保するために規制権限を行使すべきこと

は当然に要請されるところである。 
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 こうした経済産業大臣の規制権限行使を基礎づける津波の予見可能性としては，

当初の設置の際には想定されていなかった事態である「主要建屋敷地高さを超える

津波の襲来の可能性があること」で足りるものである。 

エ 津波が敷地高さを超える可能性
．．．

があれば規制が求められること 

 また，前記のとおり，原子炉施設においては「深刻な災害が万が一にも起こらな

いようにする」という高度の安全性が求められることからすれば，敷地高さを超え

る津波に対する安全規制は，そうした津波が襲来する「可能性」があれば導入され

る必要があるのであり，そうした津波が「確実に襲来する」とか，「高度の確率で襲

来する」ということまでは必要ないのであり，そうした確率が判明するまで規制権

限を行使しないということは到底許されないものである。 

オ 「ドライサイト」と「ウェットサイト」は主要建屋敷地への津波遡上の可能性

の有無によって区分されること 

 この点に関して，国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の本件原子力発電所事故に関する

報告書（甲ロ１６１の２，５頁）においては，「ドライサイト」と「ウェットサイト」

は明確に区別されるべきことが指摘されている。 

ここに「ドライサイトの考え方とは，設計基準浸水時の基準水位に影響する可能

性のある風波効果，及び任意の随伴事象（高潮，海面上昇，地殻変動，瓦礫の蓄積，

土砂の流送，氷など）を考慮に入れた上で，安全上重要な物件はすべて，設計基準

浸水の水位よりも高くに建設するという」ことを示すとされている。 

そして，こうした「条件が満たされない場合，サイトは『ウェットサイト』，す

なわち設計基準浸水の水位がプラント主地盤高よりも高いと決定されたものと見な

される。従って建設・供用の各段階中，恒久的なサイト防護策を取る必要
．．．．．．．．．．．．．．．

があり，

また上述のように，こうした人工的なプラント防護策は，安全上重要な物件と見な

すべきであり，従って適切に設計・保守する必要がある。」とされているところであ

る。 

福島第一原子力発電所は，その設置の当初は「ドライサイト」として設計された
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ものであるが，その後，津波に関する知見が進展して，主要建屋敷地に津波が遡上

しうることが判明したのであり，「ウェットサイト」であることが事後的に明らかに

なったのである。「ウェットサイト」であることが判明した以上，「恒久的なサイト
．．．．．．．

防護策を取る必要
．．．．．．．．

がある
．．．

」にもかかわらず，被告国は，敷地高さを超える津波に対

して当然に求められる防護策に関する安全規制を怠ったものである。 

そして，「ドライサイト」と「ウェットサイト」と区別する基準は，主要建屋敷

地に津波が遡上する可能性
．．．

があるか否かという点にある。 

原告らが，被告国の規制権限不行使の違法を問う前提として，福島第一原子力発

電所が「ウェットサイト」であること，すなわち，主要建屋敷地に津波が遡上する

可能性があることを予見可能性の対象としていることは，ＩＡＥＡの指摘に基づい

ても当然のことといわなければならない。 

（以下，原子力発電所の安全上重要な物件の据え付けレベルを設計基準浸水の水

位が高くなり得ることを前提とした安全規制〔これには「敷地高さを超える津波に

対する安全規制」も当然に含まれるが〕を，特に「ウェットサイト規制」ともいう。） 

 

３ 「安全規制の必要性」と「具体的対策の決定」の予見可能性の差異 

（１）被告国の主張 

 被告国は，原告らの主張に対して「津波の具体的な規模を想定しなければ，原告

らが結果回避措置として主張する建屋や非常用電源設備等の重要機器の水密化や，

電源設備の設置場所の多様化，分散配置などの措置について，いかなる範囲，規模，

性能，位置関係等をもって講じることを要するのか・・・判断することはできず，

実際上，現実に設計は困難である」として，原告らの主張は結果回避可能性の前提

としても失当であると批判する。 

（２）被告東京電力が具体的な防護措置を設計する前提としての津波予見 

確かに，被告東京電力において，たとえば福島第一原子力発電所を対象として具

体的な津波対策を立案し施工することを前提とすれば，具体的な評価対象地点を特
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定して，かつ詳細な津波浸水予測計算を行い，具体的な想定津波高さを推計する必

要があるといえよう。 

（３）被告国による津波に対する安全規制の前提としての津波予見 

これに対して，経済産業大臣が，技術基準省令６２号を改正して原子力発電所の

「敷地高さを超える津波」に対して原子炉施設の安全を確保するための規制権限を

行使し，各原子力事業者に対してその設置・運営する各原子力発電所において必要

とされる津波防護対策を講じることを求めるためには，個々の原子力発電所におけ

る津波浸水高さに関する詳細な推計結果の算出が必要とされるものではない。 

経済産業大臣による津波防護対策に関する規制権限行使の前提としては，想定さ

れる津波によって対象とされる原子力発電所において，敷地高さを超える津波が襲

来する可能性があることが示されれば十分である。 

原子炉施設には高度な安全性が求められること，そして主要建屋敷地高さを超え

る津波の襲来は全交流電源喪失，そしてそれに起因する過酷事故をもたらす危険性

があることからすれば，個々の原子力発電所に到達する津波高さの詳細な推計値
．．．．．．

が

判明しない限り「敷地高さを超える津波」に対する安全対策を求める規制権限を行

使しないということは許されないのであり，「敷地高さを超える津波」の襲来の可能

性があれば，これに対する安全対策を求める規制権限を行使すべきことは当然とい

わなければならない。 

（４）「安全規制の必要性」と「具体的対策の決定」の予見可能性の差異 

経済産業大臣の立場を前提とした「敷地高さを超える津波」に対する安全規制の

必要性を基礎づける予見可能性と，個別の原子力事業者の立場を前提として具体的

な対策を確定するための基礎となるべき想定津波を基礎づける予見可能性とは，明

確に区別される必要がある。 

前者は，主要建屋敷地高さを超える津波の襲来があり得ることの予見可能性であ

れば足りる。後者は，安全規制において「基準津波」を設定する手法が確定される

ことを踏まえて，当該原子力発電所における基準津波が具体的に設定され，具体的
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な防護措置が工学的に設計され対策が実施に移されるべきものである。 

 

４ ２００２年「長期評価」に基づき２ｍの浸水深の津波が予見されたこと 

（１）被告東京電力による２００８年推計 

本書面「第５」において詳述するとおり，被告東京電力が２００８（平成１６）

年に，２００２年「長期評価」を踏まえ福島県沖の日本海溝寄りに１８９６年明治

三陸地震の波源モデルを想定して津波シミュレーションを行っており，その結果と

して福島第一原子力発電所の敷地南側にＯ.Ｐ.＋１５．７メートルの津波が襲来し，

４号機立地点においてもＯ.Ｐ.＋１２.６メートル，１号機立地点付近においてもＯ.

Ｐ.＋１１メートル程度の津波の襲来となることが示されるに至った。また，同年，

１６７７年延宝房総沖地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに想定した津波

シミュレーションも実施されており，その結果として，敷地南側にＯ.Ｐ.＋１３．

６メートルの津波が襲来し，同じく主要建屋敷地に津波が遡上することが予測され

るに至っている（以下，これらの津波シミュレーションを「２００８年推計」とい

う。）。 

そして，この被告東京電力による２００８年推計は，都司嘉宣，島崎邦彦及び佐

竹健治の３人の地震・津波の専門家証人によって，「津波評価技術」及び「長期評価」

が公表された２００２（平成１４）年の時点で，実施することが可能であり，かつ

そうした推計手法が地震学的には相当なものであったことが明らかにされている。 

（２）被告国による津波対策の安全規制を基礎づける予見可能性があったこと 

 これにより，経済産業大臣は，福島第一原子力発電所において，主要建屋敷地高

さを超える津波の襲来の可能性があることを容易に知ることができ，主要建屋敷地

高さを超える津波に対する安全規制の必要性を認識することができたといえる。 

それに留まらず，実際には，単に敷地高さを超える津波襲来の可能性だけではな

く，主要建屋敷地へ２.６～１メートル程度の浸水深をもたらす津波の襲来があり得

ることを認識することができたのであるから，建屋敷地高さを超える津波に対する
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安全規制の必要性が極めて大きいことを容易に認識できたといえる。 

以上より，２００２（平成１４）年の時点で，経済産業大臣には，建屋敷地高さ

を超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける津波についての予見可能性が

あったことは明らかといえる。 

（３）東京電力による具体的な津波防護措置を基礎づける津波の予見可能性 

 被告東京電力においても，２００２（平成１４）年には，自ら実施した２００８

年推計を実施することは可能かつ容易だったのであり，福島第一原子力発電所にお

いて，２.６～１メートル程度の浸水深となる津波の襲来があり得ることを予見する

ことは可能だったといえる。 

 先に述べたとおり，２００８年推計においては，明治三陸地震の想定により「敷

地南側でＯ.Ｐ.＋１５．７メートル」，「４号機立地点でＯ.Ｐ.＋１２．６メートル」

「１号機立地点でＯ.Ｐ.＋１１メートル程度」，又は，延宝房総沖地震の想定により

「敷地南側でＯ.Ｐ.＋１３．６メートル」という具体的な浸水状況が示されている

ところであり，被告東京電力においては，この具体的な推計結果を踏まえて工学的

な検討を行い，所要の津波防護措置を具体的に確定することができたところである。 

 以上から，被告東京電力は，２００２（平成１４）年の時点においては，福島第

一原子力発電所の主要建屋敷地において２メートル程度の浸水深をもたらす津波の

襲来の可能性を予見することができたのであり，これに対する適切な防護措置をと

ることは優に可能であった。 

 

第２ 予見可能性の対象についての被告国の主張が失当であること 

１ 敷地高さを超える津波により全交流電源喪失の具体的な危険があること 

（１）被告国の主張 

 被告国は，「規制権限不行使の国賠法上の違法は，結果発生の原因となる事象に対

する防止策に係る法的義務違背を問うものであり，その前提となる予見可能性も，

結果発生の原因となる事象について判断されるべきものであるところ」，原告らの主
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張するように「単に敷地高さを超える津波が到来したというだけでは，福島第一発

電所事故が発生したと認めることはできず，この点について原告らは何ら具体的に

主張立証していない」と主張する。 

（２）主張・立証の対象についての被告国の主張の誤り 

被告国の上記主張は，そもそも本件の争点との関係で立証が求められる事項につ

いて，不正確な整理をしている点で失当である。 

そもそも，本件においては，被告国の規制権限不行使の国賠法上の違法との関係

においては，① 敷地高さを超える津波の襲来の予見可能性があったといえるか（予

見可能性），② この予見可能性を前提として，経済産業大臣が敷地高さを超える津

波に対する安全規制を行うべきであったといえるか（規制権限不行使の違法性），③  

経済産業大臣がこの安全規制を行っておれば，その規制によって求められる津波防

護措置によって本件津波に対しても全交流電源喪失による過酷事故発生は回避する

ことが可能であったか（結果回避可能性），という諸点が主張・立証の対象となるも

のである。 

 これに対して，被告国は，「単に敷地高さを超える津波が到来したというだけでは，

福島第一発電所事故が発生したと認めることはできない」と主張して，敷地高さを

超える津波によって直ちに
．．．

本件事故が惹起されるということが，あたかも，本件で

立証を要する事項であるかのように述べているが，これは，本件の争点を正解しな

いものといわざるを得ない。 

（３）敷地高さを超える津波により全交流電源喪失の危険があること 

 それに留まらず，被告国の主張は，原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津

波の襲来があった場合には，全交流電源喪失の具体的な危険性があることを否定す

るという点において，誤りというしかない。 

そもそも，臨海部に立地する原子力発電所においては，建屋等重要施設のある敷

地高さを超える津波が襲来すれば，全交流電源喪失に至る具体的な危険性があるの

であり，被告東京電力及び被告国は，この敷地高さを超える津波による全交流電源
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喪失の具体的な危険性を明確に認識していたところである。 

この点については，既に原告第３６準備書面において詳述しているところである。 

すなわち，「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』への対応について」（甲

ロ６２）においては，原子力発電所敷地へ津波が浸水した場合の重要機器への影響

の検討結果が取りまとめられており，その中で，たとえば，浜岡原子力発電所にお

いても，「Ｒ／Ｂ（引用注・原子炉建屋），Ｈｘ／Ｂ（引用注・熱交換建屋）に海水

漏洩が考えられ，電源盤等の機能喪失
．．．．．．．．．

が考えられる」とされており，建屋敷地への

津波の浸水による全交流電源喪失の危険が具体的に指摘されているところである。  

また，原子力安全・保安院による溢水勉強会においては，福島第一原子力発電所

５号機を対象として，１メートルの浸水深を前提として影響を検討しており，大物

搬入口等から「Ｔ／Ｂ（引用注・タービン建屋）の各エリアに浸水し，電源設備の
．．．．．

機能を喪失
．．．．．

する可能性があることが判明した」とされ，「浸水による電源の喪失
．．．．．

に伴

い，原子炉の安全停止に関わる電動機，弁等の動的機能を喪失する」とされている

（丙ロ１３の１～６）。 

さらに，被告東京電力は，本件原子力発電所事故後，溢水勉強会の結果が報道さ

れたことに対して，「建屋敷地が浸水
．．．．．．．

すると，建屋開口部から水が浸入し，電源設備

などが水没し機能を喪失するという結果が得られています。」「ただし，この結果は

保安院から指摘されて気付くような知見ではなく，設計上想定していない場所に浸

水を仮定すれば，当然の結果として機能を失う
．．．．．．．．．．．．．

ものと認識しておりました」（甲ロ８

０・１枚目）としている。 

被告東京電力の事故調査報告書においても，「建屋の周りが水に覆われてしまえ

ば，非常用Ｄ／Ｇが設置されている建屋の種類や設置場所に関係なく，ルーバ等の

浸水ルートとなり得る開口部と浸水深さの高さ関係で非常用Ｄ／Ｇ自体の浸水につ

ながるものと考えられる」とされているところである。 

（４）小括 

 以上より，「単に敷地高さを超える津波が到来したというだけでは，福島第一発電
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所事故が発生したと認めることはできない」との被告国の主張は，本件の主張・立

証の対象を正解しないだけでなく，敷地高さを超える津波のもつ重大な危険性を理

解しない点で失当というしかない。 

 

２ 地震自体・津波自体の大きさは予見の対象ではないこと 

（１）被告国の主張 

 被告国は，「本件地震は，複数の領域が連動して発生したマグニチュード９.０の

巨大地震であり」その震源域は極めて広いこと，貞観タイプの地震と津波地震タイ

プの地震が同時に発生したものであり，またこれに伴い発生した本件津波も津波マ

グニチュード（Ｍｔ）９．１の巨大津波であるとして，本件地震・津波の大きさを

強調して本件津波を予見することはできなかったと強調する。 

 そして，この地震・津波の巨大さと対比することによって，敷地高さを超える津

波についての予見可能性を問題とする原告らの主張について理由がないとする。 

（２）地震自体・津波自体の大きさは予見の対象ではないこと 

 しかし，原子炉施設においてどのような津波対策が求められるかということとの

関係において検討されるべきことは，当該原子力発電所において，どの程度の津波

の襲来が予見されるかという点にある。 

地震自体の大きさ（マグニチュード）や，津波自体の大きさ（津波マグニチュー

ド）は，当該原子力発電所に到達する津波の規模を推計する出発点
．．．

となる情報とし

ての意味しかないのであり，原子力発電所に到達
．．

する津波の規模を離れて，地震自

体・津波自体の規模の大きさを議論する意味はないものである。 

これは，チリ沖や，アラスカ沖で発生が想定される地震・津波について，それが

我が国の沿岸にどの程度の規模で到達するかという検討を離れて，その規模自体を

論じても意味がないことを考えれば容易に理解できるところである。 

以上より，津波の予見可能性については，たとえば本件においては，福島第一原

子力発電所の立地する海岸線に到達し，遡上する津波の規模の予見可能性こそが問
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題とされるべきであり，本件地震自体及び本件津波自体の規模の大きさを強調する

被告国の主張は，印象的な表現を行っているに留まり，正確なものとはいえない。 

（３）小括 

そして，福島第一原子力発電所に到達しうる津波の規模については，既に述べた

とおり，２００２（平成１４）年には，２００８年推計を行うことが可能かつ容易

だったのであり，これにより主要建屋立地点において，Ｏ.Ｐ.＋１２メートル程度

の津波の襲来があり得ることが予見できたのであり，これは，被告国による敷地高

さを超える津波に対する安全規制の必要性を十分基礎づける津波予見であることは

既に述べたとおりである。 

よって，本件地震自体及び本件津波自体の規模の大きさを強調することにより，

敷地高さを超える津波の予見可能性についての原告らの主張を批判する被告国の主

張は失当である。 

 

３ 大きな水圧等で建屋内に浸水が発生したとの主張が事実に反すること 

（１）水量，水流，水圧等の大きさを強調する被告国の主張 

 被告国は，「本件地震では，最大５０メートル以上の滑りが生じ，これに伴い発生

した本件津波は，福島第一発電所の敷地高（Ｏ.Ｐ.＋１０メートル）を大きく超え

る浸水高（最大でＯ.Ｐ.＋約１５．５メートル）をもって到来し，建屋内部に大量
．．．．．．．

の水量
．．．

，
．
水流
．．

，
．
水圧等をもって広範囲の浸水
．．．．．．．．．．．．．

をもたらしたものである」として，敷

地高さを超える津波の予見可能性を問題とする原告らの主張は，「巨大地震及び巨大

津波の発生，到来に伴う水量，水流，水圧等の規模を度外視」するものであり，失

当であると批判する。 

（２）証拠に基づく具体的な主張・立証ではないこと 

 被告国は，本件津波の規模について，「水量，水流，水圧等」を挙げて，その規模

の巨大なことを強調しこれが建屋内部への浸水の原因となったかのように主張する

が，「水量，水流，水圧等」の各項目について，本件津波が実際にどの程度の規模で
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あったかについては，何ら具体的な数字を挙げることもなく，抽象的に巨大さを強

調するにとどまっている。 

被告国が事実に基づく具体的な主張を行っているのは，最大でＯ.Ｐ.＋１５．５

メートルに達したという浸水高のみである（ただし，被告国が強調する浸水高は，

本件地震により地盤が０．６メートル程度沈降したことを考慮していない点で，そ

の分だけ過大に算定されており，地盤の沈降によって影響を受けない絶対値である

Ｏ．Ｐ．〔名浜工工事基準面〕に基づく厳密な表示をすれば，最大浸水高はＯ．Ｐ．

＋１４．９メートル程度であることに留意が必要である。甲ロ７４の１・６－２頁

参照））。 

（３）実際の浸水経路は静止状態でも浸水が予想されていた開口部であること 

ア 水量，水流，水圧等による建屋自体の損壊は確認されていないこと 

 そもそも，被告国が強調する「水量，水流，水圧等」によって，福島第一原子力

発電所において，非常用電源設備等が設置されていたタービン建屋等の躯体が損壊

したという事実は確認されていない。この点については，被告東京電力の事故報告

書においても，「主要建屋について，外壁や柱等の構造躯体には津波による有意な損

傷は確認されていない」とされている（乙イ２の１，１０５頁）。 

イ 本件津波による浸水経路が建屋の開口部であること 

被告東京電力は，本件事故直後に，本件被害にあったタービン建屋への浸水状況

を調査した結果（甲ロ７４の１）を取りまとめている。 

これによれば，１号機タービン建屋１階へは，「大物搬入口」「入退域ゲート」及

び「機器ハッチ」からの浸水があったとされる（４－３８頁，及び４－４３頁の図

（１））。 

 ２号機タービン建屋１階へは，「大物搬入口」「１号機との連絡通路」「機器ハッチ」

及び「Ｄ／Ｇ給気ルーバ」からの浸水があったとされる（４－３８頁，及び４－４

４頁の図（３））。 

 ３号機タービン建屋１階へは，「大物搬入口」「入退域ゲート」及び「Ｄ／Ｇ給気
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ルーバ」からの浸水があった（４－３８頁，及び４－４５頁の図（５）） 

ウ 溢水勉強会において静止した状態を前提に浸水が想定されていたこと 

 これらの浸水経路は，いずれも，２００６（平成１８）年に溢水勉強会において，

１メートルの浸水深が継続することを前提として，建屋内への浸水が想定されるも

のとされた開口部である。そして，そもそも，溢水勉強会は，浸水深１メートルの

水が建屋周辺に継続的に存在することを前提として検討をおこなっているのであり，

水の流れに勢いがあることやそれによる水圧を前提としないものである。 

エ 浸水経路は溢水勉強会で静止状態でも浸水が予見された開口部であること 

 以上のことから，本件津波によっても水流及びこれによる水圧によってタービン

建屋の壁等の躯体部分が損壊してそこから浸水が生じたという事実は確認できない

のであり，他方で，本件津波によって実際に浸水が生じた開口部は，溢水勉強会に

おいて水が静止した状態であっても浸水が起こるとされた部分であることとなる。 

 よって，本件津波によるタービン建屋内部への浸水は，最大５．５メートル程度

という浸水深の大きさが原因と推定されるのであり，被告国が主張するような水

流・水圧の規模によってもたらされたとは到底いえないものである。  

（４）建屋自体による防護機能が相当程度果たされたこと 

 被告東京電力による津波の浸水状況に関する調査報告書によれば，１～４号機の

建屋周辺において本件津波によってもたらされた浸水高（浸水深）が最大５メート

ル程度になることが明らかになっており，これに対して，１～３号機の建屋内の浸

水深は建屋周囲の浸水深を大きく下回っている。 

また，１～３号機と対比して，４号機においては，定期検査中であり大物搬入口

が開いたままとなっていたことから，建屋内に津波による海水が勢いよく流れ込み，

海水とともに漂流物が建屋内に流れ込むとともに，津波が建屋２階にまで駆け上が

っている（当然ながら，１～３号機は建屋内に漂流物は入っていないし，２階への

海水の駆け上がりもない。）。 

以上からすれば，１～３号機においては，タービン建屋の壁等の躯体自体によっ
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て，津波に対する防護機能が果たされたことが明らかであり，事前に浸水経路とし

て予見されていた大物搬入口等の開口部に対して水密化等の対策を講じておけば，

建屋内への浸水を防護することが期待できたといえる。 

（５）本件津波の浸水状況についての原告らの主張を被告らが争わないこと 

田中三彦証人の主尋問やその意見書からは，①溢水勉強会で事前に建屋の開口部

から浸水が想定されていたこと，②本件津波においても溢水勉強会で静止状態を前

提として予測されていた開口部から浸水が生じたことなどが明らかになっている。

また，③建屋周辺で５メートルを超える高い浸水深があったにもかかわらず，開口

部以外の建屋躯体部分は損壊せずに津波に対する防護機能を果たし，開口部からの

建屋１階への浸水は１１０から３０センチメートル程度と限定的なものに留まって

もいる。また，原告らは，第２５準備書面等において，本件建屋への浸水状況につ

いて具体的に主張しているが，被告国は特に争っていない。 

一方で，被告国は，あたかも本件津波の「水量，水流，水圧等」の規模が大きか

ったことによって，各建屋内への浸水が生じたかのような主張を行っているが，具

体的な事実の主張となっていない。また，客観的な調査結果に基づく主張となって

おらず失当である。 

（６）浸水深等に関わらず機能する浸水防護措置があること 

 なお，被告国は，本件津波の浸水深，そして「水量，水流，水圧等」の規模が大

きかったことから，「長期評価」の想定に基づく必要な対策を取っていたとしても結

果回避ができなかったかのように主張している。 

 しかし，原告らが「長期評価」の想定に基づいて取られるべきであったと主張し

ている津波防護対策は，建屋の水密化だけではない。 

 経済産業大臣は，敷地高さを超える津波に対しては，「基準津波及び耐津波設計方

針に係る審査ガイド」（丙ロ５１）のいうところの「重要な安全機能を有する施設の

隔離（内郭防護）」として，「重要な安全機能を有する施設については，浸水防護を

することにより津波による影響等から隔離すること」という対策を取るべきだった
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と主張しているところであり，この防護策の有効性は，本件津波の浸水深，そして

「水量，水流，水圧等」の規模が大きかったとしても失われることはないはずのも

のである。 

 また，津波等の外部事象に対する独立性等の要求，及び全交流電源喪失に対する

代替設備の要求という安全規制は，「長期評価」を前提として対策を講じていたとす

れば，仮にそれを上回る（本件津波に相当する）「水量，水流，水圧等」の津波に対

してもその有効性が失われることはないものである。 

 以上から，本件津波の「水量，水流，水圧等」の規模が大きかったとして，あた

かも，全ての防護措置との関係においても結果回避可能性がないかのように主張す

る被告国の主張は理由がないといわざるを得ない。 

 

４ 精緻な計算の必要を理由に敷地高さを超える津波知見を無視できないこと  

（１）被告国の主張 

被告国は，１９９９（平成１１）３月に公表した「津波浸水予測図」と原子力発

電所の津波対策との関係について，次のとおり主張する。すなわち， 

「特に，原子力発電所における津波防災対策を実施するに当たっては，より具体

的かつ精緻な数値計算
．．．．．．．

等を実施することによって設計想定津波を特定することが必

要であ」るところ，これに対して「国土庁（当時）が作成した『「津波浸水予測図」』

は，・・・・飽くまで，気象庁が発表する量的津波予報をより効果的に活用するなど

し，住民等を対象とした一般的な津波防災対策に資する目的で作成されたものであ

り」，「特定の構造物の立地点を対象に具体的立地条件を考慮して浸水深を予測した

ものではないから，個々の構造物の安全対策に用いるには不向き
．．．

である」として，

「津波浸水予測図」において，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の襲

来があり得るとされていることをもって，津波の予見可能性を基礎づけることはで

きないと主張している。 
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（２）津波に対する安全規制の必要性の基礎づける知見であること 

 「津波浸水予測図」は，被告国の主張するように，住民等を対象とした一般的な

防災対策を念頭に置いて作成され，特定の原子力発電所の立地点を対象としてピン

ポイントの津波予測をしたものではないのであり，被告国が引用するところの「津

波評価技術」と比して，数値計算の精緻さにおいて差異があることは，その通りで

ある。しかし，他方で，「津波浸水予測図」は，その示す浸水予測をもって，避難勧

告・指示等を発出したり，また地域的な土地利用計画を定めること等が予定されて

いるものであり，住民の生活，利益に直接影響を与える行政活動の基礎に据えられ

るべきものであり，こうした行政活動を正当化しうる程度にその信頼性は高いもの

である。 

そして，既に述べたとおり，本件において問題とされるべき津波の予見可能性に

ついては，被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制を基礎づける津波

予見の問題と，被告東京電力において特定の原子力発電所における津波防護策の設

計を基礎づける津波予見は区別されるべきところであり，「津波浸水予測図」の示す

知見は，一般防災上の各種の行政計画や権限行使の基礎に据えられる知見であるこ

とからすれば，少なくとも前者の被告国による敷地高さを超える津波に対する安全

規制を基礎づけるには十分な知見であるといえる。 

（３）原子力防災と一般防災とで求められる安全性の程度が異なること 

 災害対策基本法，地震防災対策特別措置法などの防災法制は，対象領域としては

わが国の全国土を前提とし，また，防災施策により保護されるべき対象についても

通常の市民生活
．．．．．．．

や
．
経済活動一般
．．．．．．

を対象として，自然災害等に基づく災害の未然防止，

被害拡大の防止，復旧等について定めるものである（以下，これを単に「一般防災」

という）。これらの防災法制においては，特に，原子炉施設を念頭において，特別の

法制度を設けてはいない。 

また，一般防災に関する防災施策を行うに際しては，それが，広域的・一般的な

市民活動等を前提として防災施策を行うものであることから，その施策の内容の検
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討に際して，財政的・時間的な制約を考慮する必要があることは否定できない。 

 これに対して，原子炉施設は被告国や電力事業者が高度のリスクがあることを承

知した上で設置・運転する人為の施設であり，（自然現象等に伴って）原子炉施設に

おいて深刻な事故（災害）が発生した場合には，想像を絶する被害をもたらすとい

う極限的な危険を有する施設であることから，「深刻な災害が万が一にも起こらない

ようにする」ため，極めて高度な安全性が確保される必要があるものである（伊方

原発最高裁判決。以下，原子炉の危険性を踏まえた防災について，前述の「一般防

災」と対比する意味で，「原子炉施設の防災対策」又は単に「原子力防災」という。）。

よって，原子力防災に関する施策を検討する場合には，一般防災とは異なり，財政

的・時間的な制約によって対策を先送りにすることは許されないものである。 

 一般防災行政において想定すべきものとされた地震・津波等の想定については，

これが原子力防災の基礎に据えられるべきことは当然といわなければならないが，

それにとどまらず，原子力防災においては，一般防災に比しても高度な安全性が求

められることからすれば，地震・津波等の想定に際してもより厳しい想定がなされ

るべきものであり，発生確率の想定が比較的低いとされる地震・津波をも安全規制

の基礎に据えられるべきものである。 

なお，この点に関しては，国会事故調査報告書も，「高度なリスク対策が求めら

れる原発における津波想定と，一般市民レベルの津波想定を定める中央防災会議の

決定とでは，要求される水準がそもそも異なる。」（甲ロ１９，４７頁）としている

ところである。 

（４）小括 

 以上より，被告国の主張は，「津波浸水予測図」等の一般防災に関する津波予測が

原子力防災の観点からの規制の必要性を十分基礎づけるものであるにもかかわらず，

数値計算の精緻さのみを優先し，結果として，原子力防災においてもこれを考慮す

る必要がないとする点，及び一般防災と原子力防災において求められる安全性のレ

ベルが全く異なることを無視している点で，失当である。 
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５ 被告国の主張は何も対策を取らなかったことの「責任逃れ」であること 

（１）被告国の主張 

以上みたように，被告国は，本件地震・津波が巨大であり，また，本件津波が浸

水深のみならず水量・水流・水圧等において大きなものであり，単に敷地高さを超

えた津波とはその規模が異なるとして，原告ら主張のように敷地高さを超える津波

の予見可能性があったとしても，どのような事態となるかは不明であり，求められ

る防護策も特定できず，本件津波の襲来による被害を回避できたとはいえないとい

う点を強調するものである。 

（２）被告国はウェットサイトを前提とする安全規制を一切行わなかったこと 

しかし，そもそも，被告国は，その規模はしばらく措くとして，敷地高さを超え

る津波を想定し，これに対する必要な防護策を原子力事業者に求める規制を行った

のであろうか。 

答えは，否である。 

この点は，既に確認したように，被告国は，そもそも原子炉施設の津波に対する

安全規制としては，「敷地高さを想定される津波高さ以上のものとする」という基本

設計による規制を行ったのみであり，敷地高さを超える津波に対する安全規制は一

切行って来なかったことは，被告国自身が自認しているところである。それに留ま

らず，被告国は，本件訴訟においても，そもそも敷地高さを超える津波に対する安

全規制は基本設計を超えるものであるから，電気事業法３９条１項及びそれに基づ

く技術基準省令６２号においては，そうした安全規制をする規制権限自体がそもそ

も存在しなかったと主張し続けているところである。 

被告国自身が，規制権限が存在しなかったとする以上，本件原子力発電所事故に

至るまで，敷地高さを超える津波に対する安全規制が一切行われないまま推移した

ことは，けだし当然といわなければならない。 
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（３）被告国の主張は何も対策を取らなかったことの開き直りであること 

仮に，被告国が，２００２（平成１４）年以降に２００８年推計に基づいて，敷

地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）を行っていたにもか

かわらず，そうした想定をもはるかに超えた規模の津波が襲来したことによって本

件原子力発電所事故が惹起されたと主張するのであれば，それは一つの対応ともい

えよう。 

しかし，被告国は，実際には，何もしてこなかったにもかかわらず，その点につ

いては一切の反省もないまま，「今回の地震・津波の規模が巨大であったから事故は

回避できなかった」と繰り返すのみである。これは，自らの著しい怠慢を棚に上げ

て，仮に２００２年「長期評価」に基づく津波対策を求めていたとしても，どうせ
．．．

無駄だった
．．．．．

と開き直っているに等しい。 

（４）津波の予見可能性とそれを踏まえた結果回避可能性があったこと 

 被告国（経済産業大臣）が，２００２（平成１４）年以降，２００２年「長期評

価」の示す地震想定を真摯に受け止め，２００８年推計による津波想定を考慮に入

れれば，福島第一原子力発電所がいわゆる「ウェットサイト」であることを認識で

きたことは，原告ら第４２準備書面の第３等で詳述したとおりである。そして，２

００８年推計の結果を前提にして，経済産業大臣において，敷地高さを超える津波

に対する安全規制（ウェットサイト規制）を行っておれば，全交流電源喪失を回避

し，結果として本件原子力発電所事故を回避することができたことについては，原

告ら第２９準備書面等において詳述したとおりである。 

 

第３ ２００２年「長期評価」に先立ち敷地高さを超える津波に対する安全規制の

必要性を基礎づける津波襲来に関する知見があったこと 

１ 「長期評価」に先立つ知見としての４省庁報告書及び「津波浸水予測図」 

（１）「長期評価」に先立つ知見を論じる意義 

 敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性を基礎
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づける津波襲来に関する知見については，原告らは，最も中心的な主張として，２

００２「長期評価」の地震想定を前提として，その公表の当時既に実施が可能であ

った被告東京電力の２００８年推計の結果を踏まえれば，２００２（平成１４）年

当時に，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地（建屋の立地点）において，Ｏ.Ｐ.

＋１２メートル程度の高さの津波の襲来が予測されたものであることを主張・立証

するものである。 

 本「第３」においては，２００２年「長期評価」に先だって得られた，①被告国

（建設省など４省庁）が，「地域防災計画における津波対策強化の手引き」の策定と

合わせて，１９９７（平成９）年３月に作成した「太平洋沿岸部地震津波防災計画

手法調査報告書」（いわゆる「４省庁報告書」）が示す津波の想定，及び②被告国（国

土庁）が，１９９９（平成１１）年３月に，日本全国の海岸部を対象として作成し

公表した「津波浸水予測図」が示す津波の想定によっても，福島第一原子力発電所

の主要建屋敷地高さを超える津波の襲来があり得ることが予見可能だったのあり，

敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性を基礎づ

ける津波襲来に関する知見が得られたことを明らかにするものである。 

 以下，上記二つの知見についての論述に先立ち，原告らの主張の趣旨を明らかに

するため，２点にわたって補足する。 

（２）ウェットサイト規制の必要性を基礎づける津波知見としての評価 

 第１点は，原告らが，本項で４省庁報告書及び「津波浸水予測図」の示す津波襲

来の想定を論じる趣旨は，これをもって，直ちに福島第一原子力発電所の津波防護

対策の設計が可能になるという趣旨で主張するものではないということである。す

なわち，既に第１の３で詳述した通り，被告東京電力が具体的な防護措置を設計す

る前提としての津波予見と，被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制

（ウェットサイト規制）の必要性を基礎づける津波予見は，別個に検討されるべき

ものであり，本「第３」においては，後者の被告国の安全規制を基礎づける津波予

見性を基礎づける事実として上記二つの津波知見を論じるものである（よって，原
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告らは，この２つの知見によって被告東京電力において，直ちに
．．．

，津波防護の具体

的な設計をなし得ると主張するものではない。）。 

（３）先立つ２つの津波知見を踏まえ「長期評価」の意義を捉えるべきこと  

第２点は，被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイ

ト規制）の必要性を基礎づける各知見を評価する場合に，これを分断して個々ばら

ばらに評価すべきではないという点である。 

すなわち，歴史的にみれば，福島第一原子力発電所の建屋敷地高さを超える津波

の襲来があり得ることに関しては， 

① １９９７（平成９）年３月  建設省他「４省庁報告書」 

② １９９９（平成１１）年３月 国土庁「津波浸水予測図」 

③ ２００２（平成１４）年７月 地震調査研究推進本部「長期評価」 

というように，政府機関による報告が，時間的に近接し，かつ連続的に公表されて

いることを全体として評価する必要がある。 

すなわち，先行して示されている①「４省庁報告書」及び②「津波浸水予測図」

が，いずれも，敷地高さを超える津波の襲来があり得るとしていたという事実を踏

まえて，その延長上に，③２００２年「長期評価」において福島県沖の日本海溝沿

いにおいても甚大な津波被害をもたらし得る「津波地震」が相当程度の確率で起こ

り得るとされ，従来，想定されていた以上に高い津波の襲来の可能性があることが

示されたのであり，その結果，４省庁報告書及び「津波浸水予測図」の示す知見の

蓄積の上に，２００２年「長期評価」の地震想定の知見が付加されることによって，

敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）を行うべきことの

必要性がより一層強く基礎づけられるに至ったという歴史的な経過を十分に踏まえ

て評価する必要があるのである。 

（なお，上記②と③の間である２００２（平成１４）年２月には，土木学会「津

波評価技術」が公表されており，津波シミュレーションに関する計算手法について

の取りまとめがなされており，２００２年「長期評価」の想定地震を前提としても
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精緻な津波シミュレーションが実施可能となったことについては，原告ら第４２準

備書面第３において詳述した。） 

 

２ ４省庁報告書の結果は敷地高さを超える津波の襲来の可能性を示すこと 

（１）４省庁報告書の目的 

 被告国は，上記の「地域防災計画における津波対策強化の手引き」の策定と合わ

せて，１９９７（平成９）年３月に，「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告

書」を作成している。 

 この報告書の目的は，「総合的な津波防災対策計画を進めるための手法を検討する

ことを目的として，推進を図るため，太平洋沿岸部を対象として，過去に発生した

地震・津波の規模及び被害状況を踏まえ，想定しうる最大規模の地震を検討し，そ

れにより発生する津波について，概略的な精度であるが津波数値解析を行い津波高

の傾向や海岸保全施設との関係について概略的な把握を行った」（１頁）ものである。 

 この報告書において広域的な地域を対象として津波数値解析を行った目的は，今

後，上記「手引き」に従って，各地方公共団体において，津波浸水予測手法による

津波高さの推計結果をそれぞれの地域における地域防災計画に的確に取り入れるこ

とに向けて，まずは，広域的な地域を対象として「概略的な精度による把握」を行

ったというものである。 

（２）４省庁報告書における津波推計の手法 

 こうした目的による推計であることから，同報告書による津波推計に際しては，

沿岸部まで一律に６００メートル格子の計算方法が採用され，かつ，陸上への遡上

計算はなされていない。あくまで沿岸部に到達する津波高さの推計がなされている

ものである。 

具体的には，４省庁報告書は海岸線に至るまで６００メートルの計算格子で津波

高さを推計していることから，福島第一原子力発電所周辺において，計算地点の分

布状況のイメージを再現すると，甲ロ９０号証のような状況となる（赤丸・黒丸が
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６００メートルの格子点〔計算点〕であり，赤丸が陸地に最も近接する計算点であ

り，平均的には約３００メートル沖合にあることとなり，この地点における津波高

さが，推計される津波高さ自体ということになる。なお，周辺の水深は甲ロ１５５

号証に示されている。）。 

推計方法にこのような限界があることを踏まえ，同報告書自体によっても，「汀

線付近の（詳細な）津波の挙動を把握するためには（詳細な計算格子と遡上計算を

組み込んだ）従来モデルを使用する必要がある」（括弧内は引用者）とされている。 

しかし，他方で，「広域を対象とした津波の傾向を推定するための手段としては

高速演算モデル」による推計が適当であるとされていることにも留意が必要である

（同上１７６頁）。 

 その意味で，同報告書における津波高さの推計結果は，個々の地点を対象とする

詳細な推計とはなっていないものの，市町村レベルの広がりを持つ地域を前提とし

て，その市町村において想定されうる平均的な津波高さを概略的に把握するという

範囲においては，有益な情報を提供するものである。 

（３）市町村ごとの想定される津波の高さ平均値と最大値 

ア 沖合の津波高さは平均で６．８～６．４ｍ，最大で８．６～８．４ｍ 

 「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」においては，想定地震の地域

区分については，地震地体構造論の知見に基づく地域区分を行うこととし（甲ロ１

７の１，９頁及び１０頁図―３．２），福島県沖を含む「Ｇ３」領域においては，既

往最大の地震を１６７７年延宝房総沖地震であると特定している（同頁，表－３．

１）。 

その上で，「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅する」（同９

頁）という方針に従って，Ｇ３領域内で発生した１６７７年延宝房総沖地震の断層

モデルを，同領域内の全域を対象として南北にずらして波源の設定を行っている（同

１６２頁）。 

こうした推計の結果として，福島第一原子力発電所の立地点である福島県双葉町



33 

 

及び大熊町の沿岸部に到達する津波高さの推計値としては，１６７７年延宝房総沖

地震が福島県沖で発生したことを想定する推計（「Ｇ３－２」）により，双葉町にお

ける津波水位の平均値としてＯ.Ｐ.＋６．８メートル，大熊町においては平均値と

してＯ.Ｐ.＋６．４メートルの津波の襲来があり得るとの結果が与えられている。 

また，この推計に基づく津波高さの最大値については，「想定津波で生じた沿岸

最大津波水位の市町村内最大値」が整理されており（甲ロ１６７「太平洋沿岸部地

震津波防災計画手法調査・第３回委員会」１６頁），それによれば，最大値はＯ.Ｐ.+

７．２（双葉町）～Ｏ.Ｐ.+７．０メートル（大熊町）である（同２０頁）。 

そして，４省庁報告書の推計値は，平均潮位を前提としていることから，潮位変

動を考慮して，朔望平均満潮位（Ｏ.Ｐ.＋１．３５９メートル）を前提とすると，

最大津波高さは，Ｏ.Ｐ.+８．６（双葉町）～Ｏ.Ｐ.+８．４メートル（大熊町）に達

することとなる（甲ロ１７０・電気事業連合会「７省庁津波に対する問題点及び今

後の対応方針」平成９年１０月・添付資料―２・表２参照）。 

イ 陸地への遡上に際して津波の高さが高くなること 

双葉町及び大熊町の沿岸部に到達する平均的な津波高さ（Ｏ.Ｐ.+６．８～６．４

メートル）及び最大の津波高さ（Ｏ.Ｐ.+８．６～８．４メートル）という計算結果

は，あくまで沖合地点における津波高さを示すものであり，海岸線に到達した後の

津波の遡上計算を含むものではないことに留意する必要がある。 

一般に，津波は海岸部に到達するまでは，海水が標準潮位を超えて盛り上がって

いるという位置エネルギーと津波の進行方向に流れる（進行する）という運動エネ

ルギーを持っている。海岸部に到達して陸上に遡上する過程においては，護岸への

衝突や，陸上にあって津波の流れを阻止する地盤や頑丈な建物などにぶつかること

によって，津波の高さは高くなる。また，陸上の複雑な地形や障害物の影響を受け

ることによって，津波の流れの方向が変えられることによって，遡上した波同士が

ぶつかり合うことによっても，海水の遡上は，本来の津波高さ以上に高くなる。 

この点に関して，津波の専門家は「敷地の高さ」を超える津波の「遡上」につい
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て，「陸地に達した津波は，洪水の流れのように陸地に流れ込むことになります。海

面の持ち上がりが大きければ大きいほど，流れ込む海水の量と勢いは著しいのです。

流れが強いままで斜面などにぶつかると，そこを駆け上がることになります。その

結果，海岸での津波の高さをはるかに超える高さまで登ることがあり，数十メート

ルの高さまで駆け上がることもよく見られます。」と解説する（甲ロ７５「地震と津

波」第２章５６頁）。 

こうした関係は広く知られている常識的な内容であり，「津波は上陸してから，

そこの地形や構造物の存在などによって，異様に高いところまで達する」とされて

いる（甲ロ７７・５７頁）。 

津波が陸上に遡上する過程において，本来の津波高さを大幅に超える浸水深をも

たらし得るということを考慮すれば，沖合地点における平均的な津波高さ（Ｏ.Ｐ.+

６．８～６．４メートル），及び，最大津波高さ（Ｏ.Ｐ.+８．６～８．４メートル）

という計算結果は，福島第一原子力発電所の海岸線への到達及びその後の遡上によ

って，津波がＯ.Ｐ.＋１０メートルの主要建屋敷地高さを超えることがあり得るこ

とを示すものといえる。 

ウ 約５ｍの高さの津波によって建屋敷地が浸水することが実証されたこと 

津波が陸地へ遡上する際に，海岸部に到達した際の津波高さを大きく超える浸水

高をもたらすことは，東北地方太平洋沖地震によってもたらされた本件津波におい

ても実測されているところである。 

すなわち，本件津波については，福島第一原子力発電所の沖合約１．５キロメー

トルに設置された波高計によって津波高さが実測されている。それによれば，高さ

約４メートルの「第１波」が襲来して，いったん津波高さは下がった後に，高さ約

５メートルの「第２波（１段目）」と，測定限界である高さ７．５メートル超の「第

２波（２段目）」の襲来が測定されている（丙ロ７６，３６頁）。 

本件津波襲来時に，撮影された写真の解析の結果からは，高さ約５メートルの「第

２波（１段目）」の襲来によって，１～４号機の主要建屋敷地高さ（Ｏ．Ｐ．＋１０
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メートル）において，少なくとも自動車の下半分程度が隠れる程度の浸水が生じて

いることが確認されている（同８頁・写真１３及び１４，丙ロ７６，４１頁）。 

エ 小括 

 以上から，双葉町及び大熊町の沖合における平均的な津波高さの推計値がＯ.Ｐ.+

６．８～６．４メートル，最大津波高さでＯ.Ｐ.+８．４～８．６メートルに達する

こと，さらには，この高さの津波は福島第一原子力発電所の海岸に到達し遡上する

過程で当初の津波高さを超える浸水高さをもたらし得ることなどからすれば，沖合

における平均値でＯ.Ｐ.+６．８～６．４メートル，最大値でＯ.Ｐ.+８．６～８．４

メートルの津波高さの推計結果は，福島第一原子力発電所の主要建屋の所在するＯ.

Ｐ.＋１０メートル盤に遡上する津波の襲来があり得ることを示すものといえる。 

（４）４省庁報告書の計算値自体に誤差があるとの批判に対する反論 

ア 佐竹意見書及び同証言による指摘 

佐竹証人は，水深５０メートル以下の沿岸では，海底摩擦・移流項などの非線形

項が重要となるのに対して，４省庁報告書においては，計算負担の軽い線形計算に

留まっているとし，その結果として，沿岸における津波高さには大きな誤差が含ま

れると指摘する（丙ロ４５，１１頁（ア）「線形化に伴う誤差」及び佐竹証人第１調

書１４頁）。 

そして，４省庁報告書においては，計算結果である「計算値」と既往津波の実測

値（津波の痕跡高である「観測値」＝「痕跡値」）の比（痕跡値／計算値）を比較し

て推計結果の信用性を評価しているが，その結果としても，（痕跡値／計算値）の比

の値の幾何平均（相乗平均）1が１．２６であり，実測値と相当のずれが生じており，

かつ計算値の不確かさ（分散度）を示す指標である幾何分散も１．４６であるとし

                                            
1幾何平均＝相乗平均とは数学における平均の一種であり，数値群の代表値である。多くの人が

平均と聞いて思い浮かべる算術（相加）平均と似ているが，それぞれの数値を足すのではなくか

け，その積の冪根（数値が n個ならn乗根）をとることで得られる。2つの数の幾何平均はその

積の平方根であり，例えば 2 と 8 なら なら となる。 
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て，結論として，計算結果は幅を持った数字に過ぎないとしている（丙ロ４５佐竹

意見書１１～１２頁）。 

イ 「幾何平均１．２６」は過小算定の可能性を示唆すること 

この点，被告国も，４省庁報告書の津波高さの推計結果は，海底摩擦・移流項な

どを反映した非線形項が取り入れられておらず誤差を含む幅のある数字になってい

ることから，その数値をもって直ちに想定津波の評価とはなし得ないと主張する。 

しかし，佐竹意見書にも明らかなように，「この幾何平均１．２６の意味すると

ころは，数値計算結果は系統的に観測値を下回っており
．．．．．．．．．．

，計算結果に１．２６倍す

ることによって計算値と観測値との幾何平均が１になる」とされているように，こ

の報告書の数値計算結果（津波高さ）は，過小に算定されている傾向にあるのであ

り，推計結果以上の高さの津波の襲来の危険性が推定されるものである。 

ウ 幾何分散を考慮すると１０ｍ超の津波が襲来する可能性があること 

 ４省庁報告書は，上記の（痕跡値／計算値）の比の値の幾何分散が１．４９であ

るとしている（甲ロ１７の１・２０１頁）。 

この点については，佐竹意見書（１１～１２頁）によってその意味するところが

整理されている。すなわち，たとえば，双葉町及び大熊町の平均値であるＯ.Ｐ.+６．

８～６．４メートルを前提として，確率密度関数に基づく計算値からのばらつきを

推定すると，実際の値を６８％（－１σ～＋１σ）2の確率で表すにはＯ.Ｐ.+４．

３（６．４÷１．４９）～１０．１（６．８×１．４９）メートルの幅を持った数

字によって示されるとされる。 

これによれば，例えば，双葉町の平均値Ｏ.Ｐ.+６．８メートルを前提とし，かつ

計算値のバラツキを考慮すると，沖合部においてＯ.Ｐ.+１０．１メートルを超える

津波高さとなる確率は１６％に達することとなり（〔１００－６８〕／２＝１６％），

海岸線に到達する直前の地点における津波高さ自体が，Ｏ.Ｐ.+１０メートルを超え

る確率が６分の１に達することとなる。 

                                            
2 「σ」は標準偏差を示す。 
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 こうした推計結果は，Ｏ.Ｐ.＋１０メートルを超える津波の襲来が「確実にある」

とはいえないものの，約６分の１という無視しえない高い確率で，沖合地点にＯ.

Ｐ.+１０メートルを超える津波の襲来があり得ることを示すものであり，前記した

海岸線に到達した後の津波の遡上効果を考慮すれば，主要建屋敷地へ浸水する津波

の襲来が無視しえない確率であり得ることを示すものといえる。 

エ 小括 

 以上より，４省庁報告書において，津波水位の推計過程に誤差があり得るとして

も，その誤差は，到達する津波の規模を過小に算定する方向に働くものであり，実

際に襲来しうる津波の規模は，同報告書の推計を上回る可能性が高いといえる。ま

た，確率密度分布によれば，沖合地点において，Ｏ.Ｐ.＋１０メートルを超過する

確率が１６％程度あることからすれば，津波が海岸線に到達した後にその浸水高が

高くなることを考慮すれば，被告国が指摘する誤差を考慮に入れたとしても，敷地

高さを超える津波が襲来する相当程度の可能性が示されているといえるものである。 

（５）津波対策の設計条件としては適格でないとの批判に対する反論 

ア 被告国の主張及び佐竹証人の意見書及び証言による指摘 

被告国は，同「４省庁報告書」の推計が概略的な精度に留まり，推計結果も概略

的な把握を行ったに過ぎず，特定の地点における津波高さの評価として用いること

はできない，として批判する。 

また，佐竹証人は，精度のよい津波計算のためには沿岸の計算格子間隔について

は，「浅いところでは数十メートル程度の格子を用いるということが必要である」と

し，４省庁報告書の推計について，計算格子が６００メートルという「粗さ」をも

っていることから，その計算結果は「沿岸に沿って距離が６００ｍ，かつ沿岸から

沖合６００ｍまで」の平均値を示すに留まると指摘する（丙ロ４５佐竹意見書１１

頁（イ）及び佐竹証人第１調書１４～１５頁） 

イ ４省庁報告書の結果は津波対策の必要性を示すものであること 

しかし，既に第３の１（２）で述べたように，４省庁報告書の調査結果をもって，
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直ちに特定地点の津波対策の
．．．．．

設計条件
．．．．

として用いることは同報告書の目的を超える

ものであったとしても，他方で，一定の範囲における海岸線に到達しうる平均的な

津波の高さ（及び最大値）を推定し，敷地高さを超える津波に対する対策の必要性
．．．．．．

の有無を確認
．．．．．．

することは十分可能であり，４省庁報告書の調査結果により，被告国

による敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性は

十分に基礎づけられたといえる。 

すなわち，４省庁報告書は６００メートル格子で津波高さの推計を行っており，

計算対象地点のイメージは，甲ロ９０号証のような状況となる。 

 福島第一原子力発電所の海岸線の長さを約１．８キロメートルとすると，その範

囲に含まれる計算地点は３～４か所となる（≒１８００÷６００）。 

また，双葉町ないし大熊町の海岸線はそれぞれ南北方向にほぼ４．４ないし６．

０キロメートルの距離があることから，その海岸線にはおおよそ７～８地点（双葉

町）ないし１０地点程度（大熊町）の計算地点が配置されることとなる。こうした

計算地点の数（両町通じて約１８地点）と，福島第一原子力発電所の海岸線に面し

て配置される計算地点の数（３～４地点）を対比すると，両町の海岸の沖合に到達

する平均的な津波高さ（６．８～６．４メートル）という計算結果は，福島第一原

子力発電所の海岸部（約１．８キロメートル）という幅のある地点においても，Ｏ.

Ｐ.+６メートルを超える津波が襲来する可能性が相当程度あることを示すものであ

る。そして，沖合でこの程度の高さの津波の襲来があった場合には，遡上による津

波高さの増幅効果を考慮すれば建屋敷地高さを超える可能性があることは前述のと

おりであり，結果として，福島第一原子力発電所の所在地においても，敷地高さを

超える津波に対する防護対策の必要性を十二分に基礎づけるものといえる。 

 佐竹証人が「４省庁報告書」の津波推計の限界として，「具体的な津波対策の設計

条件に用いることができない」と証言している点は，「工学的な設計」をする場面を

想定する限度においては当然のことを述べているともいえるが，このことと，「４省

庁報告書」の示す推計結果によって，経済産業大臣において「敷地高さを超える津
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波に対する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性を認識することができた」と

いうこととは，何ら矛盾するものではない。 

（６）小括 

 以上より，１９９７（平成９）年３月の被告国（建設省など４省庁）作成に係る

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」が示す津波の想定は，福島第一

原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋１０メートル）を超える津波の襲来が

あり得ることを示すものであり，経済産業大臣において，敷地高さを超える津波に

対する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性を認識することが十分に可能な津

波知見であったといえるものである。 

 

３ 「津波浸水予測図」によって敷地高さを超える津波が予見されたこと 

（１）「津波浸水予測図」が敷地高さを超える津波の襲来を示すこと  

ア １９９９年・国土庁による「津波浸水予測図」の公表 

被告国（国土庁）は，１９９９（平成１１）年３月に，日本全国の海岸部を対象

として「津波浸水予測図」を作成し公表した。 

 これは，「気象庁の津波予報の，予測津波高さに対応させて，沿岸領域での浸水高

さ分布をあらかじめそれぞれ数値計算し，その結果を１／２５，０００地図上に表

示したものである。」（甲ロ７１の１「「津波浸水予測図」の作成とその活用」中辻剛

〔国土庁防災局震災対策課〕他，５０頁左段）とされる。 

 原告らは，そのうち，情報公開請求手続きによって，福島第一原子力発電所所在

地を含む地域を対象とした「津波浸水予測図」を入手し，これを本件訴訟に証拠と

して提出した（甲ロ７０の１～４）。 

なお，福島第一原子力発電所の所在する領域に関して作成された「津波浸水予測

図」の全て
．．

についての情報公開請求に対して，内閣府政策統括官（防災担当）から

情報公開された図面は，２，４，６，８メートルの津波高を前提とする「津波浸水

予測図」のみであり，１０メートルの津波高を前提とした「津波浸水予測図」は存
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在しないとされている（甲ロ１６８「行政文書開示決定通知書」，及び国土庁ほか「津

波浸水予測図（９）福島県・茨城県」の「津波浸水予測図の使用にあたって」参照，

丙ロ６３）。 

イ 津波が敷地高さを超えることが示されていること 

１９９９年「津波浸水予測図」は，気象庁が設定した「日本近海に想定した地震

断層群」（「津波災害予測マニュアル」４３頁）を前提として作成されたものであり，

その想定される地震断層モデルによる津波が，実際に，海岸部に到達した上で陸上

にどの程度遡上するかという予測結果が示されている。 

福島第一原子力発電所の主要建屋が立地する領域の「津波浸水予測図」の最大の

「設定津波高」は８メートルとされており（甲ロ７０の４），想定される地震断層モ

デルによって，福島県全域を対象とする津波予報区においては，その沿岸部（水深

１メートル地点）において，最大で８メートルを超える津波の襲来が予測されてい

る。 

そして，想定される最大の８メートルの津波高（あくまで福島県全域を対象とし

た予測の最大値であることに留意）の津波が襲来した場合には，「津波浸水予測図」

（甲ロ７０の４）によれば，福島第一原子力発電所所在地においては，主要建屋敷

地高さであるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越えて，同敷地上において２～５メ

ートルの浸水深をもたらす津波の襲来がありうるとされている。 

また，より控えめな６メートルの津波高さを前提とする「津波浸水予測図」によ

っても，主要建屋敷地を大きく越えて，２～３メートルの浸水深をもたらす津波の

襲来があり得ることが示されている（甲ロ７０の３）。 

これに加えて，「津波浸水予測図」の作成に際しては，「地図の基準面はほぼ平均

海面に相当するので，満潮時にはここに示した浸水予測図よりも浸水の程度が大き

く」なるとされている（前記「津波浸水予測図（９）福島県・茨城県」２枚目参照）。

よって，最大の津波高さの推計のためには朔望平均満潮位における平均海面からの
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海面上昇分（約０．６メートル）3を加算する必要があるのであり，「津波浸水予測

図」の推計結果以上の遡上高がもたらされ得るものである。 

 以上より，被告国（国土庁）が気象庁の想定した地震断層モデルに基づいて推定

した津波によって，福島第一原子力発電所の敷地高さを，２～５メートルと大きく

超える津波の襲来があり得ることが具体的に示されていたのであり，これにより敷

地高さを超える津波に対する安全規制の必要性が十分に示されたといえる。 

ウ 「津波浸水予測図」は４省庁報告書と独立して予見可能性を基礎づけること 

 なお，国土庁「津波浸水予報図」は，被告国が指摘するとおり，気象庁の量的津

波予報と関連して利用されることが予定されているものであり，「４省庁報告書」の

津波予見とは直接に関連づけられるものではない（この点は，佐竹証人が証言にお

いて説明を行っているとおりである。佐竹証人第２調書６６～６７頁）。 

よって，原告ら第３７準備書面第５の３において行った，①，「４省庁報告書」

の津波高さの推計結果（双葉町又は大熊町の沿岸部の平均値としてＯ．Ｐ．＋６．

８～６．４メートル）と，②，「津波浸水予測図」の「設計津波高・６ｍ」の予測図

を関連づけ
．．．．

た
．
主張は正確性を欠くので，両知見を

．．．．
関連
．．

づけ
．．

て
．
主張
．．

した部分
．．．．

について

は主張を撤回する。 

 正しくは，①，「４省庁報告書」の津波予見と，②，国土庁「津波浸水予測図」の

津波予見は，それぞれ独立して
．．．．．．．．

，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の

襲来があり得ることの予見可能性を基礎づけるものである。 

 以下，「津波浸水予測図」の信用性について詳述する。 

（２）「津波浸水予測図」に基づく遡上予測の信頼性が高いこと 

ア 「津波浸水予測図」が浸水予測を目的とし地形データを考慮していること 

                                            
3 「小名浜港工事基準面（Ｏ.Ｐ.）」は，日本の地形図において標高の基準とされている「東京湾

平均海面（Ｔ.Ｐ.）」の下方０．７２７メートルにあたること（甲ロ７４号証の２・２枚目「用語

の定義」），福島第一原子力発電所の朔望平均満潮位がＯ.Ｐ.＋１．３５９メートル（甲ロ１７０・

添付資料―２・表２）であることから，この差が満潮時に平均海面を超過する高低差となること

から，「津波浸水予測図」の推計値には，０．６３２メートルを加算して評価する必要がある。 
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（ア）沿岸部への津波の遡上予測を目的とした精緻な推計であること 

１９９９年・国土庁による「津波浸水予測図」作成の目的は，沿岸付近の細かな

地形による影響をも考慮に入れて，津波の浸水状況を具体的に予測し，その結果を

地域防災計画に反映させることにある。  

 すなわち，津波予報区単位の「量的津波予報」は，あくまで「県単位程度の広が

りを対象としていることから，各市町村における個々の湾や海岸の津波の状況との

関係を把握しておく必要がある」とされており，こうした必要を踏まえ，「津波浸水

予測図」が作成されるものである。 

 「津波災害予測マニュアル」（甲ロ１６，４９頁）においても，「『津波浸水予測図』

は，県域の津波予報が発表されたとき，各市町村における個々の湾や海岸が浸水す

るか，浸水する場合はどの程度浸水するかの浸水予測区域を表示したものであり，

津波防災対策に役立てようとするものである。沿岸の各市町村は，あらかじめ作成

しておいた『津波浸水予測図』から，発表された津波高さ（前記の県域の予報区を

対象とした水深１メートルの沿岸における最大津波高さをいう。引用注）に対応す

る予測図によって浸水区域が予想されれば，避難勧告・指示等の津波応急対策を実

施することができる」とされている。 

（イ）詳細な地形データに基づく密な計算格子による推計がなされること 

 「津波浸水予測図」の目的が沿岸部から陸上への津波の遡上の態様を予測するこ

とに主眼があることから，沖合予測点から沿岸部・陸上への津波の伝播・遡上の挙

動の予測については，（量的津波予報
．．．．．．

のように
．．．．

）「グリーンの法則」による概算的な

推計を行うことはできないことから，実際の海底地形及び陸上地形のデータを踏ま

え，かつ移流項や海底摩擦項等（非線形の項）を省略することなく，計算格子を密

にして，厳密な津波伝播計算を行うこととなる（丙ロ４５佐竹意見書，９頁参照）。 

イ 「津波浸水予測図」が津波災害予測マニュアルに依拠していること 

「津波災害予測マニュアル」は，その作成当時（１９９７〔平成９年〕年３月）

における津波シミュレーションに関する最新の知見を被告国の責任において取りま
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とめたものであるところ，国土庁・１９９９年「津波浸水予測図」は，この「津波

災害予測マニュアル」に沿って作成されており，津波シミュレーションに関する当

時の最新の知見に沿った信用性の高いものということができる（甲ロ７１の１，同

５１頁）。 

実際に１９９９年「津波浸水予測図」の作成にあたった国土庁の担当者の解説に

よれば，具体的な推計手法は次のとおりである（なお，この推計方法については佐

竹証人第２調書５５～５６頁でも確認されている。）。 

ウ 気象庁が設定した想定地震断層群に基づく推計であること 

１９９９年「津波浸水予測図」の作成に際しても，津波シミュレーションの出発

点となる地震断層モデル（波源モデル）の設定が極めて重要な意味を持つが，この

波源モデルの設定については，国土庁の担当者は，その解説において「計算に用い

る初期津波波形は，気象庁に提供して頂いた」としている（同（５））。 

そして，気象庁は，原告代理人からの情報公開請求に対して，１９９９年「津波

浸水予測図」の作成に際して実際に用いられた想定地震断層は，「津波災害予測マニ

ュアル」４３頁に紹介されている「日本近海に想定した地震断層群」であると回答

しているところである（甲ロ１６８，２頁と５頁。甲ロ１７６，２頁）。 

エ 「津波浸水予測図」の初期条件と計算条件  

（ア）津波シミュレーションの初期入力条件 

「津波浸水予測図」を実際に作成する際の，初期条件と計算条件については，同

マニュアルの６２頁に整理されている。 

これによれば，「津波浸水予測図」を作成するための数値計算を開始する地点は，

対象領域のうち水深１００メートル付近として，実際には，気象庁モデルの格子点

（すなわち，量的津波予報における「沖合予測点」）での津波波形を遡上計算の初期

入力値とするとされている。 

なお，福島県の津波予報区においては，沖合予測点は４点設定されており，１９

９９（平成１１）年から現在まで変更はされておらず，それぞれの沖合予測点の緯
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度・経度は，甲ロ１６８号証（４，７頁）であり，これを地図上に表示すると，甲

ロ１６９号証のとおりであって，グーグルマップの表示によれば，いずれも水深１

００メートルを越えている。 

また，気象庁の「津波浸水予測図」に関する資料によれば，福島第一原子力発電

所を含む計算領域は，「福島２」とされ，これに対応する沖合の「予測地点番号は「１

５１」とされ，さらにこれに対応する断層モデルは「Ｆ－ＦＳ００２」であること

が示されている（前記「津波浸水予測図（９）福島県・茨城県」６枚目参照）。 

（イ）津波シミュレーションの計算領域の広さ 

１９９９年「津波浸水予測図」の計算領域は「３０～５０ｋｍ」（５１頁の（１））

であるのに対して，「津波災害予測マニュアル」の示す八戸における「予測計算の実

施例」（６８頁）は，２９×３９キロメートルであり，「津波浸水予測図」の計算領

域の設定は，同マニュアルに準拠している。 

（ウ）津波シミュレーションにおいて考慮される地形データ 

 「津波災害予測マニュアル」においては，海底地形については，海上保安庁から

発行されている海底地形図を用いるものとされており，原則として５万分の１の縮

尺の地形図を用いるものとされている。 

１９９９年「津波浸水予測図」においても，陸上地形及び海底地形については，

陸上の２万５０００分の１の縮尺の地形図，及び海底地形図を用いて，地形のデジ

タル化を行ったとされている（５１頁（４））。 

 当然のことながら，地上への津波の遡上過程も計算対象となっている（佐竹第２

調書５９頁）。 

ただし，「沿岸の構造物の形状，特に高さを考慮するための，全国的なデータを

揃えるのが困難であり，今回は
．．．

，防波堤や水門等の防災施設や沿岸構造物による効

果は考慮していない」（同（３））とされている（この点の計算結果への影響につい

ては，５（６）「防波堤の外側の付け根部分ではかえって津波が高くなること」で後

述する。）。 
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（エ）津波シミュレーションの計算格子間隔 

計算条件については，「津波災害予測マニュアル」では，格子間隔は小さいほど

良いとされ，５万分の１の縮尺の海底地形図を用いる場合には，３０～１００メー

トル程度とする，とされている。同マニュアルの「予測計算の実施例」のうち八戸・

田辺湾の例（６３，６８頁）も１００メートルとされている。 

これに対して，１９９９年「津波浸水予測図」の格子間隔は「１００ｍ」（５１

頁の（３））であり，計算格子間隔も，同マニュアルに準拠している。 

（オ） 数値計算 

１９９９年「津波浸水予測図」は，その「数値計算」については，「（津波災害予

測）マニュアルに従って，摩擦係数・・・等を設定して，数値計算を実行した」と

されており，津波災害予測マニュアルに準拠した手法が採用されたとしている。 

（カ）計算結果の表示 

 以上の計算結果を，陸上の２万５０００分の１の地形図上に，１メートル間隔の

等浸水線として色分けを行ったとされている（同（７））。 

 なお，実際の「津波浸水予測図」の表現は，計算格子サイズの正方形で区切られ

た表示とはなっていないが，この点については，佐竹証人は，「多少，これはスムー

ジング（表示方法の円滑化）とかしているのかもしれません」としている（佐竹第

２調書８４頁）。 

オ 小括 

以上みたように，１９９９年・国土庁「津波浸水予測図」の作成手法は，当時の

津波浸水計算の最新の知見を集約した「津波災害予測マニュアル」によっているも

のである（５１頁左側上段）。 

同「津波浸水予測図」は，津波シミュレーションの初期条件として極めて重要な

意味を持つ地震断層モデル（波源モデル）の設定についても，気象庁が一般防災を

前提として設定した「日本近海に想定した地震断層群」（「津波災害予測マニュアル」

４３頁）の想定を前提として，津波の伝播計算等についても，（防波堤等を考慮しな
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い点を除けば）「津波災害予測マニュアル」が整理した最新の津波シミュレーション

の方法に依拠したものであり，その推計結果には十分な信用性が認められるもので

ある。 

（３）特定の地点の津波高さを予測するものではないとの指摘について 

ア 被告国の主張 

 被告国は，「津波浸水予測図」は，気象庁の量的津波予報に対応して用いられるも

のであり，「津波浸水予測図」上の特定の地点
．．．．．

に「設定津波高」の津波が到来するこ

とを予測するものではないとして，１９９９年「津波浸水予測図」の想定津波が福

島第一原子力発電所の敷地高さを超えることを示していることをもって，建屋敷地

高さを超える津波の襲来がありうることを予見することはできないと主張する。 

イ 「津波浸水予測図」は海底地形等を踏まえ詳細な伝播計算を行っていること 

 しかし，被告国の主張は，沿岸部へ到達する津波高さの推計に際して，気象庁の

量的津波予報と１９９９年「津波浸水予測図」では全く異なる計算方法を用いてい

ることを意図的に無視している点において，失当というしかない。  

 すなわち，量的津波予報においては，まず，想定される波源モデルによって沖合

予測地点において想定される津波高さを算定し，この沖合予測点における津波高さ

から，いわゆる「グリーンの法則」に基づいて，沿岸部（水深１メートル）地点の

津波高さを推計するという手法を取っている。グリーンの法則は，「津波の高さは，

深海と浅海の水深比の４乗根に比例して増幅する」という法則である。この推計方

法は，水深のデータだけから津波高さの増幅を簡易に推計することが可能となるが，

他方で，海底地形の影響は一切考慮されず，また，沖合予測点と推計対象となる沿

岸部の距離なども考慮されないものであり，極めて概括的な推計に留まることは明

らかである。 

 これに対して，１９９９年「津波浸水予測図」の作成に際しては，前述のとおり，

「津波災害予測マニュアル」（甲ロ１６）に準拠して，津波シミュレーションの計算

領域を設定し，その領域における実際の海底地形のデータに基づいて津波の伝播計
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算を行い，海洋部における計算格子間隔についても前記マニュアルに従って当時の

最先端の水準に従って設定されているところである。さらに，津波が地上へ遡上す

る計算に際しては，陸上の地形データに基づいて詳細に遡上態様を計算していると

ころである。 

 このように，１９９９年「津波浸水予測図」は，前記マニュアルに準拠して，海

洋部における津波の伝播と陸上への遡上について，詳細な地形データに基づいて計

算しているものであるから，計算格子間隔に対応した個々の
．．．

計算対象地点
．．．．．．

ごとに津

波高さと想定される遡上高を推計しているものである。 

ウ 小括 

 １９９９年「津波浸水予測図」は，気象庁の「量的津波予報」によって，たとえ

ば沿岸部で６メートルの津波高さが予報された場合には，対応する「設計津波高６

ｍ」の「津波浸水予測図」によって，すみやかに陸上への浸水状況を判断すること

ができるように設計されているという点で，両者は関連づけられて利用されること

が予定されているところである。しかし，沿岸部へ到達する津波の高さの推計方法

についていえば，両者はその精密さにおいて全く次元の異なる推計方法が用いられ

ているのであり，量的津波予報がグリーンの法則によって概略の推計をしているか

らといって，これに関連づけられて利用される「津波浸水予測図」の津波伝播計算

についてまで「個々の
．．．

計算対象地点
．．．．．．

ごとに津波高さと想定される遡上高を示すもの

ではない」とする被告国の主張は失当というしかない。 

（４）地震学的な根拠に基づく断層モデルの設定ではないとの指摘について 

ア 被告国の主張 

 被告国は，「津波浸水予測図」は，各計算領域ごとに対応する沖合の予測地点に対

応して設定された便宜的
．．．

な断層モデルに対応して計算されているものであり，「設計

津波高」（たとえば８メートル）の津波高さとなるように上記の断層モデルの「マグ

ニチュード」「断層の長さ」等が機械的に調整されているものであり，地震学的な根

拠に基づいて断層モデルを設定しているものではないので，「津波浸水予測図」の結
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果をもって敷地高さを超える津波の襲来の予見可能性を基礎づけることはできない

と主張する。 

イ 気象庁が現実に発生する可能性の高い地震の断層モデルを想定していること 

 被告国は，「津波浸水予測図」における断層モデルの設定が，全く根拠のない「便

宜的」に設定されたものであるかのように主張する。 

しかし，「津波浸水予測図」の作成に際して設定された断層モデルについては，

気象庁自身が，「本津波浸水予測図は，現実に発生する可能性が高く
．．．．．．．．．．．．．

，その海岸に最
．

も大きな浸水被害
．．．．．．．．

をもたらすと考えらえる地震を想定して作成してあります」と解

説しているところであり，地震学的な根拠もなく「便宜的」に断層モデルを設定し

たとの被告国の主張は，「津波浸水予測図」を作成した主体である気象庁（被告国）

自身によって否定されているところである。 

ウ 各断層モデルによって起こり得る最大津波高さが検討されていること 

 また，被告国は，「津波浸水予測図」の作成に際しては，各「設計津波高」（たと

えば８メートル）の津波高さとなるように，対応する断層モデルの「マグニチュー

ド」等が機械的に調整されるとして，実際にその断層モデルによってもたらされ得

る津波高さを検討することなく，各「設計津波高」に応じた断層モデルの調整がな

されているかのように主張する。 

 しかし，「津波浸水予測図」についての国土庁の解説（甲ロ７１の１）によっても，

「設定津波高」については「各領域において，津波高さが２，４，６，８，１０ｍ

になるよう，津波波形の設定を行った」としているものの，他方で，「（気象庁が設

定している）地震断層モデルから想定される最大津波高さが１０ｍ未満の領域では
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

，
．

その津波高さを最大として
．．．．．．．．．．．．

，
．
それ以上の津波高さは設定しなかった。
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（５１頁）と

されている。このことは，「設計津波高」の設定に際しては，対応する断層モデルか

ら想定される最大津波高さを個別に検討していること，そして，その結果として設

定される最大津波高さ以上の「設計津波高」に対応する「津波浸水予測図」はそも

そも作成していない，という事実を示すものである。よって，「津波浸水予測図」に
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おける最大「設計津波高」の設定自体が，気象庁によって「現実に発生する可能性

が高い」とされた各断層モデルに対応して，想定しうる最大の津波高さの検討の結

果として設定されているものであり，「地震学的な見地から想定される津波高さの検

討を行っていない」かのような被告国の主張は，国土庁の解説自体に反するもので

ある。 

この点について，福島県予報区において確認すると，前述のとおり，同予報区に

おいては，１０メートルの津波高さを前提とする「津波浸水予測図」は作成されて

いないものの，他方で，８メートルの津波高さを前提とした「津波浸水予測図」が

作成されている。 

以上からすれば，福島第一原子力発電所を含む福島県予報区においては，気象庁

の想定地震断層モデルから予測される最大津波高さの最大値は，１０メートルは超

えないものの８メートルは
．．．．．．

超える
．．．

ものであったことが分かる。 

エ 小括 

以上より，「設定津波高」の最大値（福島第一原子力発電所所在地では８メート

ル）が地震学的な根拠のない「計算のために仮定された津波高さ」であるかのよう

に主張する被告国の主張は，国土庁（被告国）の「津波浸水予測図」の説明自体に

反するものであり，失当というしかない。 

（５）気象庁の想定する断層モデルによって建屋敷地が水没すること 

ア 「設定津波高」と各対象地点における津波遡上の関係 

 「津波浸水予測図」は，沿岸（水深１メートル地点）の津波高さが「設定津波高」

（たとえば８メートル）となる場合において，その津波が陸上に遡上する態様を推

計計算したものである。そして，この場合の「沿岸の津波高さ」とは，津波予報区

（本件に即していえば福島県予報区）の領域における最大の津波高さをいうもので

ある。 

 この点については，佐竹証人も，「津波浸水予測図」の「設定津波高」（例えば甲

ロ７０の４「設定津波高：８ｍ」）の意義について次のとおり証言している。 
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答「この予測図の趣旨といいますのは，気象庁が津波警報を出したときに福島

県で８メートルと。それは福島県の中で最大の高さなんですけれども，それが

８メートルとなったときに，この福島の例えば大熊町の福島第一原発を含むそ

の周囲でどのくらいの高さのばらつきがあるかということを示したものでご

ざいます。」（佐竹証人第２調書５２～５４頁。同旨６６頁） 

 要するに，８メートルの「設定津波高」に対応する「津波浸水予測図」（甲ロ７０

号証の４）が示す遡上の態様は，福島県内の沿岸部のどこかで
．．．．

最大８メートルの津

波高さとなる地震が発生した場合に，具体的な，福島第一原子力発電所の沿岸部に

おいて，どの程度の津波の遡上となるかが示されているのである。 

イ 気象庁の想定断層モデルによって建屋敷地が水没すること  

 上記（４）で述べたとおり，気象庁の想定地震断層モデルから想定される，福島

県予報区の津波高さの最大値は，１０メートルは超えないものの８メートルを超え

るものである。 

 そして，その想定津波によって，「福島第一原子力発電所所在の沿岸部において，

陸上へどの程度の遡上が予測されるか」が，「津波浸水予測図」によって示されてい

るということとなる。 

福島第一原子力発電所の立地する領域の「津波浸水予測図」のうち最大の「設定

津波高」は８メートルであり（甲ロ７０の４），これによれば，同発電所所在地にお

いては，主要建屋敷地高さであるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越えて，同敷地

上において２～５メートルの浸水深をもたらす津波の襲来がありうるとされている。 

また，より控えめな６メートルの津波高さの「津波浸水予測図」によっても，主

要建屋敷地を大きく越えて，２～３メートルの浸水深をもたらす津波の襲来があり

得ることが示されている（甲ロ７０の３）。 

ウ 佐竹証人も敷地高さを超える浸水が示されていると認めていること 

この点に関しては，佐竹証人も，次のとおり，気象庁の設定した想定地震断層群

によって福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津波の遡上が示されて
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いることを認めているところである。 

すなわち，原告側からの反対尋問に対しては次のとおり証言する。  

 

問「気象庁が想定した
．．．．．．．．

断層モデル
．．．．．

で計算すると，福島第一原発を含む領域では，８

メートルは超えるけれども，１０メートル以下の数値が出て，それを・・・ 

答「福島県ではですね。」 

問「ええ，福島県ではそういう数値が出て，それに基づいて計算をすると，・・・具

体的な断層モデルを置いて，福島県で８メートルを
．．．．．．．．．．

超える
．．．

津波高さ
．．．．

が出て，それが

来ると１０メートルの
．．．．．．．

敷地高さを超え
．．．．．．．

る
．
という数字が試算されているわけですよ

ね。」 

   答「それはおっしゃるとおりですね。はい。」 

（佐竹証人第２調書５７～５８頁） 

 

問「（津波が）海のほうから８メートルで来たときでも，やっぱり１０メートルの敷

地高さを超えるのが計算上出てくるという意味でいいんですね。」 

   答「そうですね，これ，はい。」（同８４頁） 

 

問「その（福島県内の）どこかで６メートルのところの津波が来たと。そうすると，

実際に福島第一原発で敷地高さを超えるくらいの計算は出てくる，計算上出てくる

ということですね。」 

   答「はい，そうです。」（同８５頁） 

 

また，被告国からの再主尋問に対しても次のとおり証言する。 

問「この津波浸水予測図を見ますと，設定津波高が６メートルで敷地が浸水する

かのようになっておりますが，現に，この予測図からそのようにいえるのでしょう

か。」との質問に対して， 
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  答「この予測図は，構造物が（計算の基礎に）入ってないのと，実際の敷地

高さ（の地形データ）がどこまで入っているかというのがよく分かりません

ので，細かいことは，敷地の高さが十分に
．．．．．．．．．

，１００メートル（の計算格子）

でも，合わされていれば
．．．．．．．．

，
．
浸水するように見えます
．．．．．．．．．．．

けれども」 

と答えている（佐竹第２調書７８頁。丸括弧内は引用者による。）。 

１９９９年「津波浸水予測図」においては，防波堤等の構造物の存在は考慮に入

れられてはいなかったものの，陸上の地形データは２万５０００分の１の地形図に

基づいて計算の基礎に組み込まれていたのであり（上記３（２）エ（カ）），「敷地の

高さは十分に合わされていた」のであるから，佐竹証言によっても，同「津波浸水

予測図」によって，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地への浸水が認められるの

である。 

（６）防波堤の外側の付け根部分ではかえって津波が高くなること 

ア 被告国の主張 

被告国は，「津波浸水予測図」において，１００メートル以上の規模をもつ港湾

構造物が考慮されているとしても，その標高は０とされているのであり，防波堤等

による津波の遮蔽効果は十分に考慮されていないとして，「津波浸水予測図」の津波

の遡上計算結果には信頼性がないかのように主張する。 

イ 防波堤の存在によってそのすぐ外側部分において津波が高くなること 

 確かに，福島第一原子力発電所の海岸線に設置されている防波堤の構造を前提と

すると，主要建屋の立地する地点の東側の海岸線については，防波堤によって防護

されていることから津波の影響が減殺されることがあり得る。 

しかし，他方で，防波堤の外側，とりわけその付け根の部分においては，防波堤

と本来の海岸線によって約９０度の角度のくぼみ状の海岸線が形成されることとな

る。そして，防波堤によって進行・遡上を妨げられた津波の影響がこのくぼみ状の

部分に集中することによって，かえって防波堤の外側直近の部分においては，防波

堤がない状態を大きく超える津波高さが出現するということが想定されるところで
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ある。 

 この点については，都司証人自身が，津波の挙動に関する説明の中で，詳しく証

言している（都司第１調書５０～６７項）。 

また，佐竹証人も，次のとおり証言する。 

問「防波堤があると，防波堤の内側は守られますけれども，防波堤によって津波が

防護されることによって，防波堤のすぐ外側は逆に津波が高くなるという一般的な

傾向はないですか，角のところでは。」 

   答「あり得ますね。」（佐竹証人第２調書８５～８７頁） 

すなわち，防波堤の外側付け根の部分において，防波堤の存在の影響によって，

かえって津波の高さが増幅されることは，津波の専門家が一致して認めるところで

ある。 

ウ 小括 

 以上より，上記「津波浸水予測図」（甲ロ７０の１～４）において，防波堤の存在

が計算から除外されていることに関しては，防波堤によって防護がされている領域

においては，防波堤による防護効果が考慮に入れられていないことから，推計結果

が過大に算定される可能性は否定できない。 

しかし，他方で，防波堤の外側部分においては，実際には，防波堤の存在によっ

て津波高さがかえって増幅されることとなり，その結果として増幅された高さの津

波が敷地南部等の陸上に遡上・横溢し，その海水が，何らの防護策がとられていな

い敷地を通じて主要建屋敷地周辺に流入することは容易に予測できたといえる。 

よって，「津波浸水予測図」（甲ロ７０の１～４）が，防波堤の存在を計算基礎に

組み込まなかったことを考慮に入れたとしても，「津波浸水予測図」によって想定さ

れる津波が，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地を越えて遡上することを示すこ

とには何ら変わりはないのである。 

（７）まとめ 

 以上より，被告国（国土庁）が，１９９９（平成１１）年３月に作成公表した「津
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波浸水予測図」は，気象庁が「現実に発生する可能性が高く
．．．．．．．．．．．．．

，その海岸に最も大き
．．．．

な浸水被害
．．．．．

をもたらすと考えらえる地震を想定」し，その断層モデルによって想定

される（津波予報区ごとの）最大津波高さをもたらす津波によって，各沿岸部にお

いて想定される津波の遡上態様を明らかにしたものである。そして，津波の伝播・

遡上計算においては，海底地形及び陸上地形データに基づいて「津波災害予測マニ

ュアル」に準拠して推計を行っており，信頼性の高いものといえる。 

 そして，福島第一原子力発電所の立地する福島予報区においては，最大８メート

ルの津波高さが想定され，その想定津波によれば，同発電所の主要建屋敷地高さで

あるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越えて，同敷地上において２～５メートルの

浸水深をもたらす津波の襲来がありうるとされている。 

 この「津波浸水予測図」の示す津波の予測の結果は，経済産業大臣において敷地

高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）を行うことの必要性を

十分に基礎づけるものである。 

 

第４ ２００２年「長期評価」により敷地高さを超える津波の襲来する可能性が示

され詳細な津波推計を行うことの必要性が示されたこと 

１ はじめに 

  第３で述べたとおり，１９９７（平成９）年３月の４省庁報告書や１９９９（平

成１１）年の津波浸水予測図によって，敷地高さを超える津波に対する安全規制の

必要性が示されていたところ，さらに，２００２年７月に地震調査研究推進本部に

より「長期評価」が公表された。「長期評価」では，後述のとおり，福島県沖を含む

日本海溝寄りにおいてどこでも１８９６年明治三陸地震と同規模の津波地震が起こ

りうることが示されている。「長期評価」によって，４省庁報告書や津波浸水予測図

で示された以上に高い津波が想定されることから，敷地高さを超える津波に対する

安全規制を行うことの必要性はもはや揺るぎのない段階に至ったといえる。 

 一方で，この「長期評価」が公表される５ヶ月前の，２００２年２月，土木学会・
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津波評価部会により津波評価技術が策定されている。第４４準備書面でその詳細を

述べる予定であるが，津波評価技術は，津波評価手法としては当時の最高度の技術

を集約したものであったものの，４省庁報告書のように「想定しうる最大規模の地

震・津波」を考慮しておらず，既往地震のみに基づいて波源を設定していたため，

福島県沖の日本海溝寄りは過去の地震記録がないとして波源を設定しなかった。そ

の結果，被告東京電力がこの津波評価技術に基づいて，２００２年３月に福島第一

原子力発電所への津波浸水の水位を計算した際は，陸寄りの１９３８年塩屋崎沖地

震（福島県東方沖地震）の波源モデルに基づいて計算しており，O.P.+５．４～５．

７メートルの津波水位にとどまっていた。つまり従前から変わらずドライサイトで

あることが維持され，津波浸水に対する防護措置が不要であることが確認された状

況にあったということである。 

そのような状況の中で，２００２年７月の地震本部による「長期評価」の公表に

よって，福島県沖を含む日本海溝寄りでどこでも１８９６年明治三陸地震と同規模

の津波地震が起こりうるとの結論が示された。この「長期評価」により，前記のと

おり敷地高さを超える津波の襲来，それに基づく安全規制（ウェットサイト規制）

の必要性が明らかになったことから，津波評価技術に基づいて福島県沖に津波地震

は起きないことを確認していた東京電力は，その対応に苦慮することになる。その

動揺をあらわすかのように，東京電力の津波想定の担当者は，「長期評価」公表から

１週間後，地震本部で「長期評価」を取りまとめた海溝型分科会委員に対して，「（津

波地震は起こらないとしている土木学会と）異なる見解が示されたことから若干困

惑しております。」などと電子メールを送っている（甲イ・８７頁）。これは「長期

評価」により敷地高さを超える津波の襲来の可能性が公的にも示されたことで津波

防護に関する対応を余儀なくされることへの危機感のあらわれともいえる。 

しかし，結局，東京電力は，「長期評価」に基づいた津波予測の検討を見送り，

敷地高さを超える津波に対する防護措置は何ら取らないまま本件事故をむかえるこ

ととなる。 
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２ 明治三陸規模の津波地震が起きれば敷地高さを超えることがあり得ることが容

易に認識できたこと 

（１）２００２年「長期評価」により示された内容 

２００２年「長期評価」では，福島県沖を含む太平洋岸の日本海溝寄りにおいて，

Ｍ８クラスの大地震が三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけてどこでも発

生する可能性があるとし，具体的には，１６１１年慶長三陸地震，１６７７年延宝

房総沖地震，１８９６年明治三陸地震とＭ８クラスのプレート間大地震（津波地震）

が過去４００年間に３回発生していることから，この領域全体では約１３３年に１

回の割合でこれらと同様の津波地震が発生すると推定した。２００２年から３０年

以内の発生確率は２０％程度としている。震源域，地震の規模など明治三陸地震の

波源モデルに基づいて算出している（甲ロ５０，９，１，３，２６頁等）。 

ここで，明治三陸地震がそもそもどのようなで規模であったのか言及しておく。

１８９６年６月１５日に岩手県上閉伊郡釜石町（現釜石市）の東方沖２００㎞を震

源として発生した明治三陸地震は，震害はなく，地震後約３５分で津波が来襲した。

津波は，北海道の襟裳岬や室蘭，函館，父島，国外でもアメリカのハワイ州に９ｍ

の高さの津波が到来するなど広範囲に及んだ。三陸沖に到来した津波高さは，岩手

県種市町から陸前高田市の多くの地点で１０ｍを超えた。甲ロ５０・４８頁図１５

（地震調査委員会１９９９）では，三陸沖北部から南部にわたって１０ｍを超える

津波波高分布が示されている。 

阿部１９９９では，Ｈmax（三陸町綾里）＝３８．２ｍ，Ｈｍ（区間平均高の最

大値）＝１６ｍ，Ｍｔ（津波マグニチュード）＝８．２である。また，津波の波源

域を断層モデルから推定すると日本海溝沿いに長さ２００～２２０㎞，幅５０～７

０㎞となる（甲ロ５０，２０頁及び２９頁）。 

その被害は甚大で，２万２０００人の犠牲者をもたらした。被害の大きかった岩

手県の山田町では，戸数８００のうち１００戸ばかりが残り死者１０００人を記録

した（甲ロ５０，２０頁）。これは日本における津波災害史上最大の被害である。 
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（２）「長期評価」により数値計算の必要性は十分に示されていた 

このような津波の規模でかつ甚大な被害をもたらした明治三陸地震と同様の津

波地震が福島県沖の日本海溝沿いで起これば，福島第一原発の敷地高さ（Ｏ．Ｐ．

＋１０ｍ）を超えて津波が及ぶ可能性があることは，具体的な数値計算を示さずと

も明らかである。したがって，２００２年「長期評価」により，その可能性（危険

性）が示された以上，具体的に敷地沿岸においてどの程度の津波高さとなるのか，

どの程度の浸水深をもたらすのか，その根拠となる「長期評価」の知見に基づいて

数値計算すべきは当然である。これは，事業者たる被告東電はいうまでもないこと

であるが，被告国に対しても，前記のとおり「長期評価」によって，ドライサイト

からウェットサイトとなる知見が示された以上は，その規制の必要性は十分に明ら

かであったといえる。 

以上のように数値計算の必要性は明らかであるが，加えて，「長期評価」におい

ては，その評価結果である地震の発生確率や地震の規模の数値には誤差を含んでお

り防災対策の検討などにあたって留意すべきともされているから（甲ロ５０表紙），

そのことを踏まえて，さらに数値計算の必要性が認められることを述べる。ここで

は，頻度，場所（発生域），規模という３つの要素が当時の情報に基づいてどのよう

に評価されるべきかについて言及する（甲ロ１６２島崎意見書（２）７頁以降参照）。 

第一に，頻度については，長期評価における三陸沖北部から房総沖にかけての海

溝寄りの津波地震は，４００年間の３回発生していることから，１３３年に１回の

割合で起きている。また，海溝寄りの地域は，津波地震の断層がほぼ４個収まる大

きさであることから特定海域では，上記頻度の１／４，すなわち５３０年に１回発

生する。この頻度は規制の対象としては十分に高い頻度ということができる（例え

ば活断層の地震の頻度では，数千年に一度である）。 

第二に，場所（発生域）であるが，「長期評価」では，日本海溝寄りに細長く領

域が設定されているところ，この設定の根拠は，すでに述べているとおりである（原

告らの第４２準備書面等）。福島県沖の日本海溝寄りで津波地震が発生するかどうか
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であるが，１６７７年延宝房総沖の津波地震が海溝寄り南部で発生していることは

明らかであり（甲ロ５０），北部では，１６１１年慶長三陸地震と前記明治三陸地震

の津波地震が発生していることからみて，南北に違いはない。 

第三に，規模であるが，海溝寄りでどこでも明治三陸地震と同様の規模の津波地

震が起こるとしたときに，その明治三陸地震の規模が問題となる。２００２年当時

の「長期評価」では，Mt（津波マグニチュード）８．２と設定されている。その後，

阿部勝征氏の論文（２００３年，甲ロ５８）によれば，Mｔ８．２は，日本の検潮

記録から得られた値で過小となる等の問題があるため（佐竹証人の論文〔１９８８

年〕により検潮儀に大きな津波が記録されない可能性が指摘されている），より正確

に環太平洋の計器観測を踏まえてMｔ８．６を採用するとしている。そうだとすれ

ば，「長期評価」では，規模の数値には誤差を含んでおり防災対策の検討にあたって

は留意すべきとある以上，原子力防災では当然に誤差を安全側に立って考慮し，上

記のとおり明治三陸地震の規模をMｔ８．６として対策を取るべきであろう（甲ロ

１６２，９頁）。 

以上のように，「長期評価」において具体的に予測された明治三陸地震と同様の

地震が起きるという場合の，その頻度，場所，規模に関する「長期評価」の評価結

果に基づいても，その数値計算の必要性は十分に明らかである。 

（３）専門家による証言からもその必要性は明らか 

「長期評価」に基づいて，明治三陸地震が福島県沖を含む日本海溝沿いどこでも

起きると考えた場合に，三陸沖から房総沖にかけての太平洋沿岸で１０ｍを超える

津波が到来する可能性があることは，専門家の証言によっても裏付けられる。 

すなわち，本法廷で証言した島崎証人によれば， 

「もし明治三陸津波が日本海溝沿いのどこでも起こると考えれば，福島県から茨

城県まで高さ１０メートルを超える津波が来ると，そういうふうに，例えば阿部勝

征先生は言われるし，都司嘉宣先生も言われるわけです。それが津波の専門家の常

識なんですね。」（島崎第１調書１６頁），「津波の専門家にとってみれば，敷地高を
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超えるというのは常識ですね。そうだと思います。」（島崎第２調書・７６頁） 

と証言し，そのような危険性が示されたならば，そこから具体的な数値計算を行

い対策に入るべきことを指摘する。そして，その島崎証人が言及した阿部勝征氏も，

２００３（平成１５）年１０月に開催された中央防災会議の日本海溝等専門調査会

第１回会合において， 

「三陸沖から房総沖にかけてのどこかで発生する危険性があると。そうすると明

治の三陸津波のような地震ですと，もう至るところで１０ｍを超えるような津波が

出ているわけです。それを場所が特定できないで，要するにあちこちで起こしてし

まいますと，東北地方沿岸，福島から茨城まですべて１０ｍを超すような津波が出

てくるわけです。」（甲ロ３６，２５頁） 

と述べており（同発言が阿部勝征氏であることは甲ロ１６２），２００８年推計

のような具体的な数値計算がなされる以前の段階から，「長期評価」と同じ考え方に

基づいて，福島県沖の日本海溝寄りも含めて明治三陸地震と同様の津波地震が起き

た場合には，１０ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超えるような津波が襲来しうることを

率直に認めている。 

（４）明治三陸地震の津波高さがリアス式海岸により高くなったとの批判が失当で

あること 

この点，被告らは，島崎証人に対する反対尋問や佐竹証人の主尋問などを通じて，

三陸沖はリアス式海岸のために津波高さが高くなったため，当然に太平洋沿岸でど

こでも敷地高さを超えることの根拠とはならないとの反論する。 

しかし，島崎証人の意見書（２）（甲１６２）で指摘しているように，リアス式

海岸でなく，福島県沖の太平洋沿岸のように平坦な海岸線のところであっても条件

次第で津波が高くなることはすでに知られている。 

この点は，被告らが主張の拠り所とする「津波評価技術」においても明示してい

る。すなわち，「津波評価技術」によれば， 

「１９８３年に日本海中部地震津波を経験するまでは，津波はリアス式海岸の湾
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奥部において大きく増幅されるというのが常識であったが，平坦な海岸線のところ

でも条件によっては遡上高が大きくなる（後略）」と明確に指摘している。これは，

『津波評価技術』第１章前書きの第二段落，すなわちこの文書の冒頭に書かれてい

ることから，津波評価部会の委員が共有する基本認識といえる。 

 さらに，被告らのいう三陸沖のリアス式海岸は，実際は三陸沖の北部南部で地形

が異なり，リアス式海岸と言われる地形は南部の宮古市以南を指し，北部ではその

ような地形ではない。しかしながら，北部であっても１０ｍ以上の津波高さが記録

されている場所は多数あり（田野畑では，２９．０ｍ，田老町では，１４．６ｍで

ある。その他にも１０ｍを超える地点が多数記録されている），必ずしもリアス式海

岸であることによって特別津波高さが高く記録されているものではない。 

 なお，１６７７年延宝房総沖地震の被害についていえば，千葉県房総半島の海岸

線はリアス式海岸でなく，直線上の砂浜海岸であるが，津波地震により津波の高さ

は少なくとも８～１０ｍに達したともされている（１９９４都司論文・８０～８２

頁）。 

 リアス式海岸でなくても津波高さが高くなることは，２００８年推計でも実証さ

れている。福島県沖は，平坦な海岸線であるが，２００８年推計では，敷地南部で

Ｏ．Ｐ．＋１５，７ｍに達しており，それ以外の地点でも，浸水深が１～２．６ｍ

に及んでいる。 

 以上からすれば，三陸沖がリアス式海岸であることを根拠に明治三陸地震の津波

高さが特別に高くなったかのような被告らの主張は失当という他ない。 

３ 阿部の簡易式による津波高さの推計 

（１）概要 

地震学者の阿部勝征氏が考案した津波高さを算出するための簡易式によれば，お

およその目安として福島第一原子力発電所の敷地における津波の遡上高を推定でき

る。（甲ロ５９，６０同氏の論文〔１９８９年，１９９９年〕，甲ロ５３島崎意見書

３５頁等）。これによれば，その採用する明治三陸地震の津波マグニチュード（Ｍｔ
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８．２～９．０）によって値は変わるが，遡上高の平均値で，２．８ｍ～１６ｍ，

遡上高の最高値で，５．６ｍ～３２ｍとなる（甲ロ１６２）。 

前記のとおり，Ｍｔ８．６の値は，すでに阿部勝征氏の２００３年の論文（甲ロ

５８）によって示され，推奨されているから，同値を採用した場合，遡上高の最高

値は，１４ｍになる。これだけでも十分に敷地高さを超える可能性が示されている。 

（２）阿部の簡易式を用いる意味 

あらためて指摘しておくが，原告らが阿部の簡易式を用いて主張することの意味

は，前記（１）のとおり「長期評価」に基づいて明治三陸地震がどこでも起こると

考えた場合に，敷地高さを超える津波の可能性があることを示すためである。 

島崎証人の意見書（甲ロ５３・３５頁）では，２００２年～２００６年の時点で，

O.P.＋１０ｍを超える津波の到来を予測することは可能であったことを論ずる中で，

以下のように述べている。 

「阿部（2003）は三陸海岸での遡上高のデータを用いると津波マグニチュードが

９．０となることを示している。阿部（1989，1999）の式を用いて簡易計算を行う

と，太平洋岸の遡上高の区間平均値は 15－16ｍ，最大値は 31－32ｍであり，浸水

高の区間平均値は 11ｍ，最大値は 22ｍである。簡易計算とはいえ，十分注意を払

うべき数値である。」 

すなわち，敷地高を超える津波の到来の危険性が阿部の簡易式によっても十分に

示されていることを述べているにすぎない。島崎証人が，１８９６年明治三陸沖地

震の津波マグニチュードが９．０で，本件地震の規模が同じであって，それを当然

に予測すべきだったと述べているのではない。想定において被害を重視するならば

明治三陸において実際に痕跡として残された三陸の遡上高から津波マグニチュード

を導くことが適当であり，その結果，津波マグニチュード９．０であったというだ

けで，それにより具体的に本件地震と同規模の地震を想定して対策を取ることがで

きたということを主眼とするものではない。 

島崎証人において，津波マグニチュードが「８．６でも最大が２０メートルにな
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りますので，やはりこれを見れば当然対策をしただろうと思います。」，「８．６でも

敷地を超えますので，やっぱりやることは同じだと思います」（８．２５島崎証人調

書１７頁）と述べているように，その意味するところは，敷地高を超えて津波が到

来する危険性を把握した上で対策の必要性を基礎づけるには十分な知見となるとい

うことである。 

これに対し，被告らは，あたかも当該阿部の簡易式によって，島崎証人が本件地

震や津波とを同規模のそれを予測し得たと述べているかような前提に立って尋問を

行っているが全くの誤解であり，むしろ証言を曲解して尋問を行っているようにす

らみえる。 

実際に，島崎証人の証言からもこの点は明らかで，尋問者から，明治三陸地震の

津波マグニチュード９．０を基に本件事故前にそれを前提に津波対策を取ることは

不可能を強いるものではないかと問われて，島崎証人は， 

「当然のことながら，それは津波の専門家に尋ねるわけですよ。で，津波の専門家

がどういうふうに言うかというと，もし明治三陸津波が異本海溝沿いのどこでも起

こると考えられば，福島県から茨城県まで高さ１０メートルを超える津波が来ると，

そういうふうに，例えば阿部勝征先生は言われるし，都司嘉宣先生も言われるわけ

です。それが津波の専門家の常識ですね。」と答えている（８．２５島崎証人調書１

６頁）。 

また，阿部の簡易式だけで実際の津波対策を取ることが可能かと問われて， 

「実際にはやはり数値計算をすることが必要で，これは前回でもお話しを申し上げ

たとおりです。（中略）これを見て，あっ，これは大変だ，何とかしなくちゃという

んで数値計算をするというのは，当然皆さんなさるべきことじゃないかと思います

が」と答えている（８．２５島崎証人調書２１頁）。 

以上からわかるとおり，島崎証人は，あくまで，前記のとおり敷地高を超える津

波の到来の危険性とそれによる対策の必要性がこれによって基礎づけられることを

意図としているのであって，その後に必要となる具体的な原子力発電所に対する津
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波の浸水予測など，設計津波と言われる数値計算とは別の意味合いで述べているこ

とが明らかである。 

（３）裏付けとなる阿部本人による発言 

以上を裏付けるように，阿部勝征氏は，中央防災会議の前記専門調査会（平成１

５年１０月，甲ロ３６）において，実際に以下のように発言している。 

 「（津波地震について）三陸沖から房総沖にかけてのどこかで発生する危険性があ

ると。そうすると明治の三陸津波のような地震ですと，もう至るところで１０ｍを

超えるような津波が出ているわけです。それを場所が特定できないで要するにあち

こちで起こしてしまいますと，東北地方沿岸，福島から茨城まですべて１０ｍを超

えるような津波が出てくるわけです」。島崎証人が前記のとおり述べていることは，

以上の発言によって裏付けられているのである。 

（４）佐竹証人も原告らの主張に賛同している 

佐竹証人も，その尋問において，おおよその判断として明治三陸や延宝房総沖

の津波地震が福島沖に起きた場合には，海岸地点での津波高さとして１０メートル

程度になるかどうかという判断は専門家として容易にできるのではないかと問われ，

「おおよその高さという意味では，例えば阿部先生の津波の予測式というのは，そ

ういう計算はできます」と述べており（１１．１３佐竹証人調書４６頁），さらに前

記の阿部氏の中央防災会議での発言を踏まえて，「阿部先生は先ほど言った阿部簡易

式を発明された方ですから，その簡易式を使って１０メートルというのは出したと

いうことは想像できますけれども，これが計算できるということに関してはそのと

おりです」と述べている（同４７頁）。 

また，具体的な特定地点での津波水位ではなく，その前段階として，津波が敷地

に相当するかどうかといった危険性を把握するには特に詳細な計算がなくても分か

るのではないかと問われ，「先ほどの阿部先生の式も，沿岸の高さを概略的にやるた

めには詳細な計算をしなくてもできるかもしれません。ただ，遡上ということにな

りますと，やっぱりそれは詳細な計算が必要になると思います。」と述べている（同
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４７頁）。 

このように，佐竹証人においても，阿部の簡易式に基づいて，敷地高さを超える

おおよその津波高さを導くことができることを否定しない。 

 以上のとおり，２００２年「長期評価」に基づき阿部簡易式を用いて，明治三陸

地震が福島県沖の日本海溝沿いで発生した場合の津波高さを算定した場合には，敷

地高さを超える可能性が十分に示されていたのであるから，そこからさらに具体的

な数値計算を行う必要性も当時から明らかにあったといえる。 

（５）阿部の簡易式に関する被告国の主張が失当であること 

被告国は，島崎証人の意見書（甲ロ５３）やその証言などから，同証人が阿部勝

征氏の論文（１９９９）に基づいて遡上高の区間平均最大値から求めた明治三陸地

震の津波マグニチュード（Ｍｔ）が９．０とされておりこれを阿部簡易式にあては

めれば最大遡上高が３１～３２ｍになり，本件事故前からこの津波高さを予測でき

たのだからこれを基に津波対策を講じるべきだったと証言したものとみなし，この

島崎証言のように明治三陸地震の津波マグニチュードを９．０とすることが当時の

地震学者の一般的考えではなかったとか，阿部簡易式は津波高さの概略を把握する

もので直接の津波対策の設計条件に用いることはできないなどと主張する。 

しかしながら，いずれも原告らの主張や島崎証言を正解しておらず失当という他

ない。原告らや島崎証人もなにも明治三陸地震の津波マグニチュードを９．０とし

て津波高を予測すべきとは主張していないし（上記のとおり津波マグニチュードが

９．０以下でも敷地高さを超える津波の危険性が示されているのだから当然である），

阿部簡易式をもって具体的な設計条件としての敷地に対する津波水位を算出すべき

などとも言っていない。被告国の主張は，原告らの主張，ひいては島崎証人の証言

の意味も正解しておらず失当という他ない。 
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４ ４省庁推計との対比によって福島県沖の津波地震により津波が敷地を超える可

能性が容易に認識できたこと 

（１）４省庁報告書自体による津波の推計結果 

 すでに第３の２（３）でみたとおり，１９９７（平成９）年の「太平洋沿岸部地

震津波防災計画手法調査報告書」においては，地震地体構造論（萩原）に基づき，

福島県沖を含む「Ｇ３」領域における既往最大の地震を１６７７年延宝房総沖地震

であると特定し，同地震が福島県沖で発生したことを想定する推計により，津波高

さの最大値としてＯ.Ｐ.+８．６（双葉町）～８．４メートル（大熊町）に達するこ

とが示されていた。 

（２）「長期評価」が津波地震は海溝寄りで発生するという知見を示したこと 

  しかし，その後の地震学の進展によって，いわゆる「津波地震」は，陸寄りで発

生する「典型的なプレート間地震」と明確に区別されるべきものであり，水深の深

い（プレート境界の浅い）日本海溝寄りの部分において固有に発生するものである

との知見が確立した。こうした「津波地震の発生領域」に関する知見の確立を重要

な根拠として，２００２年「長期評価」においては，日本海溝沿いの地震・津波想

定の領域分けに際しても，「陸寄りの領域」と「海溝寄りの領域」を明確に区分す

るに至った。「長期評価」の示すこうした知見を踏まえれば，津波地震の波源モデ

ルは，当然のことながら海溝寄りの水深の深い位置に想定すべきものである。   

（３）４省庁報告書が波源モデルを中間地点に設定し過小評価した可能性 

  「長期評価」が公表された時点において，過去に翻って４省庁報告書の波源モデ

ルの設定を再検討すると，４省庁報告書は，先に見たとおり震地体構造論（萩原）

に基づき，日本海溝沿いの北部（Ｇ２）と南部（Ｇ３）の領域区分を行っているも

のの，これらの各領域内においては「陸寄りの領域」と「海溝寄りの領域」を区別

しておらず，その結果として，たとえば，福島第一原子力発電所に最大の津波をも

たらすものとして福島県沖に延宝房総沖地震の波源モデルを設定（「Ｇ３－２」）す

るに際しても，その波源モデルを，「陸寄り」と「海溝寄り」の領域の中間地点にお
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いてしまっているという点が指摘できる。 

 そして，被告東京電力の主張によっても，震源域の水深が深ければ深いほど津波

も大きくなるのであり（東京電力準備書面（７）１４頁），これは津波の規模を規定

する要因に関する，いわば「教科書的な知識」のといえる。 

以上から，４省庁報告書が，「陸寄り」と「海溝寄り」を区分せず，津波地震の

波源モデルを「最も規模の大きくなり得る海溝軸まで寄せ」なかったことから，同

報告書による津波推計は，津波地震の発生領域の特性を正く反映しておらず，もた

らされる津波について過小評価した可能性があるところである（同５４頁）。 

（４）波源を海溝寄りに設定すれば４省庁報告書の結果が大きくなること 

  以上より，既に４省庁報告書において，延宝房総沖地震による波源モデルを福島

県沖（の陸寄りと海溝寄りの中間地点）に想定する津波推計によって，津波水位の

最大値としてＯ.Ｐ.+８．６（双葉町）～+８．４メートル（大熊町）に達すること

が示されていた以上，これに加えて，２００２年「長期評価」において「津波地震

は海溝寄り領域」で発生するという確立した知見が公的に確認されたことからすれ

ば，津波地震の波源モデルを正く海溝寄りに想定すれば，上記の４省庁報告書の最

大値を上回る津波高さとなることは，詳細な計算を行うまでもなく，容易に認識で

きたものであるか。よって，「長期評価」の示す津波地震の発生領域に関する知見

によって，４省庁報告書の推計結果を超え，敷地高さＯ．Ｐ．＋１０メートルを超

える津波の襲来があり得ることは容易に推定できたといえるのであから，詳細な津

波高さの把握のために精緻な津波推計を行うことの必要性は容易に認識できたと

いる。 

 

第５ 「長期評価」に基づく推計により２ｍの浸水深となることが示されたこと 

１ はじめに 

２００８（平成２０）年４月，被告東京電力が「長期評価」の考え方に基づいて

明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し，津波評価技術の手
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法を用いて津波浸水予測の計算を行った結果，福島第一原子力発電所の敷地南側で，

Ｏ．Ｐ．＋１５．７メートルの津波高が計算上示された（甲ロ２７，以下，この２

００８年の被告東京電力による推計を「２００８年推計」という。）。津波の遡上態

様は，これにとどまらず１～４号機立地点においても浸水深１～２.６メートル程度

に達している（甲ロ１７８）。 

この２００８年推計は２００２年当時の知見に基づくものであり，これにより

「長期評価」公表直後から２００８年推計が可能であったこと，２００２年に可能

な２００８年推計によって２ｍの浸水深となることが示されたことで，福島第一原

子力発電所の敷地高を超える津波の予見可能性が基礎づけられることについては，

原告らの第４２準備書面第３において詳述したとおりである。 

したがって，被告東京電力にとっても，被告国にとっても，２００２年時点にお

いて，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋１０メートル）を大き

く超え，１号機から４号機の立地点においても，約２メートル程度の浸水深をもた

らす津波の襲来があり得ることは容易に予見することが可能だった。 

以上からすれば，もはや被告らの予見可能性に関する原告らの主張に対する反論

は，その根拠を失ったものという他ない。 

そして，３人の専門家（島崎，都司，佐竹各証人）の証言により，このような２

００８年推計が，２００２（平成１４）年当時から可能かつ容易であったことが地

震学の専門的な知見からも明らかにされている（この点も第４２準備書面で詳しく

述べている）。 

 

２ 被告国の主張に対する反論 

（１）２００８年推計では敷地前面からの遡上がなく本件津波と異なるとの主張 

ア 被告国の主張 

被告国は，被告東京電力の２００８年推計においては福島第一原子力発電所の主

要建屋が設置されている敷地南側への遡上は確認されているが防波堤が設置されて
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いる敷地東側の前面からは遡上しない結果となっているところ，これに対して，本

件津波は東側前面から建屋敷地へ遡上しているとして，２００８年推計の示す結果

をもって本件地震によってもたらされた津波の遡上対応を予測することはできない

と主張する。 

イ 敷地高さを超える津波の浸水が示す危険性として区別されないこと  

 しかし，被告国（経済産業大臣）による原子力発電所の主要建屋敷地高さを超え

る津波に対する安全規制の必要性を基礎づける予見可能性があったか否か，という

観点からは，非常用電源設備等の重要機器が設置されている建屋敷地への浸水があ

り得るか否かということが規制の要否を決定する分水嶺となるものであり，敷地前

面からの浸水という態様であれ，敷地南側へ遡上した海水が原子炉建屋等の立地点

に流入するという態様であれ，敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を

基礎づけるという点においては，何ら区別されることはない。 

よって，２００８年推計の浸水態様が，本件津波による浸水態様と異なるという

ことは，２００８年推計の結果が，敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要

性を基礎づけることを否定する理由にはならない。 

ウ 防波堤の存在によってそのすぐ外側部分において津波が高くなること 

 この点に関して，被告国は，福島第一原子力発電所の海岸線に設置されている防

波堤の存在により，敷地東側の海岸線については，防波堤によって防護されている

ことから津波の影響が減殺されることを強調するようである。 

しかし，既に第３の３（６）で既に述べたとおり，防波堤の内側は確かに防波堤

の防護機能によって津波の影響は減殺されることがあり得るものの，他方で，その

外側，とりわけその付け根の部分においては，防波堤の存在によってかえって，防

波堤がない状態を大きく超える津波高さが出現することなる一般的な傾向があるも

のであり，こうした防波堤による津波の増幅効果については，詳細な推計計算をせ

ずとも容易に予測し得るところであり，津波対策においては，こうした防波堤によ

る津波の増幅効果も当然に想定すべきものである。 
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エ 防波堤による津波高さの増幅作用が２００８年試算でも判明していたこと 

 防波堤の存在によってその外側部分において津波高さが増幅されることについて

は，被告東京電力が２００８（平成２０）年に明治三陸地震の波源モデルを福島県

沖に設定した津波シミュレーションによっても実証されているところである。 

すなわち，同シミュレーションによれば，防波堤によって防護されている１～４

号機の海水取水ポンプ設置位置における浸水高は，Ｏ.Ｐ.＋８．４～９．３メート

ルに留まり，５～６号機においても海水取水ポンプ設置位置における浸水高は，Ｏ.

Ｐ.＋１０．２メートルに留まるのに対して，防波堤の外側である南側敷地では１５．

７メートル，同北側の外側敷地では１３．７メートルの浸水深となることが示され

ている（甲ロ２７，２頁「１８９６年明治三陸沖で評価」参照）。 

このシミュレーションにおいては，１～４号機所在地において，１～２．６メー

トル程度の浸水深となることが示されているが，それは，防波堤によって防護され

た海岸線東側からの浸水によるものではなく，防波堤によって津波高さが増幅され

て南側敷地へ遡上・流入した海水が，防ぐもののない敷地を敷地南側から主要建屋

敷地方面に向かって大量に流れ込むことによってもたらされているものである（甲

ロ１２６，５頁の被告東京電力の主張，及び１５頁「明治三陸試計算による津波」

参照）。 

 同じく，被告東京電力が，２００８（平成２０）年に延宝房総沖地震の波源モデ

ルを福島県沖に想定して行った津波シミュレーションにおいても，防波堤によって

防護される関係にある１～４号機の海水ポンプ設置位置における浸水深はＯ.Ｐ.＋

６．８～７．３メートルに留まり，東側に面した部分からＯ.Ｐ.＋１０メートル盤

への遡上はなかったものの，南防波堤の外側すぐの敷地南側においては１３．６メ

ートルの浸水深となり，明治三陸地震の波源モデルによる推計と同様に，南側敷地

から１～４号機の立地する北側方面への海水の流入が防ぐことができない状況とな

ることが示されている（甲ロ２７，２頁「１６７７年房総沖で評価」参照）。 

 なお，上記した津波推計の過程においては，被告東京電力内部においても，防波



70 

 

堤の設置による対策も検討されたが，その際には，防波堤によって「反射した波が

周辺集落に向かう波を大きくする可能性がある」とされ，防波堤設置という対策を

とらない一つの理由されていたところであり，防波堤の存在によって，かえってそ

の外側において津波が高くなる増幅作用があることは，当然のこととして認識され

ていたところである（東京電力事故調査報告書・乙イ２の１・２３頁）。 

オ 本件津波の流入も防波堤外側からの流入が大きかったこと 

 被告東京電力は，本件事故後に，本件津波がどのような挙動を経てＯ.Ｐ.＋１０

メートルの主要建屋敷地に流入したかについて，防波堤及び建屋等の陸上構造物の

存在まで考慮に入れて詳細な津波挙動を再現するシミュレーションを実施している

（甲ロ７４の１・４－３～１３）。 

 その解析結果によれば，「地震発生より約４８分後（１５時３４分頃）に最大波が

到達し，まず南防波堤の外側から主要建屋設置エリア南東側（敷地高Ｏ.Ｐ.＋１０

ｍ）に浸入し，この流れは，敷地南西部へ到達後，北側の建屋に進行が遮られ，局

所的な水位の高まりを発生させ」（同４－１頁（１）水位変化の「１～４号機側」参

照）たとされ，また，津波の動態を示す「流況」についても，「地震発生より約４８

分後（１５時３４分頃）に大きな波が到達し，南防波堤の外側から主要建屋設置エ

リア（敷地高Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ）南東側へ高流速で遡上が始まる。その後，流速の早

い津波が４号機建屋背後に回り込む」（同頁）とされており，南防波堤の外側からの

浸入が優越していたことが示されているところである。 

 以上より，２００８年推計が示すところの防波堤の存在により，その外側の付け

根部分において津波高さが増幅され，その地点が津波防護の弱点となり得るとの結

論は，実際の本件津波においても再確認されるに至ったものといえるのである。 

カ 小括 

 以上より，防波堤の存在によって防波堤の外側において津波高さが増幅すること

は当然に予測された事態であり，かつ現に２００８年推計によってもそれが示され

ていたこと，そして本件津波においても防波堤による増幅効果があったとの解析が
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示されていることからすれば，防波堤の外側からの敷地への浸水を示す２００８年

推計は，津波の想定において当然に想定すべき内容であり，それにより現に主要建

屋敷地への浸水が示されている以上，建屋前面からの浸水が示されていないという

２００８年推計の結果を理由として，敷地高さを超える津波に対する安全規制の必

要性を基礎づけることはできないとの被告国の主張は理由がないといわなければな

らない。 

（２）２００２年時点の推計精度は２００８年推計に及ばないとの主張 

ア 被告国の主張 

 被告国は，仮に，２００２（平成１４）年時点において，「津波評価技術」が示す

ところに従って２００８年推計に相当する計算が可能であったとしても，参照すべ

き地形データなどにおいて精度の差があり，同一の推計結果とはならないと主張す

る。 

イ 佐竹証人自身が推計結果に信頼性があることを認めていること 

 この点については，津波シミュレーションの手法に関する第一人者として１９９

７（平成９）年「津波災害予測マニュアル」，及び２００２（平成１２）年「津波評

価技術」の策定に関与した佐竹証人自身の次の証言が参照されるべきである。 

すなわち， 

問「２００８年に東京電力が行ったような明治三陸や延宝房総の波源モデルを福島

県沖の海溝沿いに想定する津波推計の計算を行うこと自体については，波源モデル

をどの範囲に想定するか否かは置くとしても，そうした津波推計の計算をすること

自体は津波評価技術及び長期評価が公表された２００２年には可能となっていまし

たと」 

    波源をどこに置くかということを別にすれば，その波源を例えば福島沖に

明治と同じ物を持ってくる，あるいは延宝と同じものを持ってくるというこ

とをすれば，計算すること自体は可能だったと思います。もちろん，当時と

先ほどの２００８年，２０１０年では地形などのデータも変わってますから，
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その精度は上がると思いますけれども，ただ，大まかな計算はできたと思い

ます。 

 佐竹証人の証言によって，２００８年推計に相当する計算は可能であり，地形デ

ータなどの影響による精度への影響も問題とするほどのものではないことが示され

ているところである。 

 

第６ まとめ 

 以上より，本件訴訟において津波の予見可能性が論じられているが，被告国によ

る「原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性を基

礎づける津波の予見可能性」と，被告東京電力による「具体的な津波防護措置を設

計する際にその基礎とされる津波の予見可能性」は異なるものであり，前者につい

ては，「ドライサイト」と「ウェットサイト」が厳格に区別される必要がある。 

 そして，原子炉施設に高度の安全性が求められること，そして敷地への浸水は全

交流電源喪失等に基づく過酷事故発生の危険をもたらすことを踏まえれば，建屋敷

地高さを超える津波の襲来の予見可能性があれば，「建屋敷地高さを超える津波に対

する安全規制」（ウェットサイト規制）が求められえることは当然のことといわなけ

ればならない。 

 これに対して，被告東京電力においては，被告国による「基準津波の設定及びそ

れに対する防護措置に関する安全規制」に従って，福島第一原子力発電所を対象と

して具体的な基準津波を想定し，かつそれを前提とした所要の防護措置が講じられ

るべきであったといえる。 

 津波の予見可能性に関する以上の区分を前提とすれば，１９９７（平成９）年の

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」及び１９９９（平成１１）年の

「津波浸水予測図」は，いずれも福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さを超え

る津波の襲来があり得ることを示す知見として，被告国による，「敷地高さを超える

津波に対する安全規制」（ウェットサイト規制）の必要性を基礎づけるものであった
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といえる。 

その後，２００２（平成１４）年２月には土木学会「津波評価技術」が公表され，

津波推計の手法について当時の知見が集約されたが，「津波評価技術」においては「想

定し得る最大規模の地震・津波」について詳細な検討がなされず，その地震・津波

の想定は旧来の「既往最大」に留まるものであった。 

津波評価技術公表の５ヵ月後に地震調査研究推進本部の２００２年「長期評価」

が公表された。すでに，４省庁報告書及び「津波浸水予測図」において福島第一原

子力発電所の主要建屋敷地を超える津波襲来の可能性が示されていたところである

が，これに加えて，想定地震の取りまとめに当たる被告国の正規の機関によって，

「福島県沖の日本海溝寄りにおいても津波地震が起こり得る」との知見が示される

ところとなった。明治三陸地震等の津波の規模と被害の甚大さを考慮すれば，「長期

評価」の公表の直後には，福島県沖の日本海溝寄りに明治三陸地震等の波源モデル

を想定し，かつ「津波評価技術」において示された津波推計の手法によって，詳細

な津波シミュレーションを行う必要があることは当然に認識できたところであり，

かつそうした津波シミュレーションは容易であった。 

そして，被告国及び被告東京電力が，「長期評価」公表の直後に，２００８年推

計に相当する津波シミュレーションを行っていれば，福島第一原子力発電所の主要

建屋立地点において，Ｏ．Ｐ．＋１２メートル程度の浸水深となる津波の襲来の可

能性があることは容易に認識できたところである。 

こうした結果は，被告国において，敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウ

ェットサイト規制）の権限を行使する必要性を十分に基礎づけるものであり，それ

に留まらず，被告東京電力において，被告国の規制に基づいて基準津波の想定を行

い，かつそれを前提とした所要の津波防護措置を実施することを十分に可能とする

ものであったといえる。 

以上 

 


